
第
一
節一一

第
二
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第
三
節一一一一一

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

i
i
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
の
検
討
を
通
じ
て

i
i

自

次は
じ
め
に

問
題
の
所
在

イ
ギ
リ
ス
法
を
検
討
す
る
理
由

イ
ギ
リ
ス
養
子
法
の
特
色

養
子
法
を
検
討
す
る
理
由

養
子
収
養
と
そ
の
他
の
児
童
保
護
制
度
と
の
関
係

養
子
収
養
の
成
立
に
要
す
る
同
意

イ
ギ
リ
ス
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

免
除
事
由
の
分
類

具
体
的
免
除
事
由

抽
象
的
免
除
事
由

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

目リ

田

泰

付
代
表
判
例
の
選
定

同
第
一
期
の
判
例
(
親
の
権
利
の
強
調
)

同
第
二
期
の
判
例
ハ
控
訴
院
の
混
乱
〉

伺
第
一
一
一
期
の
判
例
(
子
の
福
祉
の
重
視
〉

同

小

指

第
四
節
お
わ
り
に

一
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
か
ら
の
示
唆

二
わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
の
性
質
に
関
す
る
従
来
の
見
解

三
従
来
の
見
解
に
対
す
る
疑
問

四
今
後
の
課
題

第
一
節

は
じ
め
に

問
題
の
所
在

身
分
行
為
に
お
い
て
は
本
人
の
意
思
が
尊
重
さ

一
二
九



ハ
l
v

れ
る
、
と
吾
一
一
回
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
思
主
義
原
則
の
適
用
範
聞
は
、

か
な
り
狭
い
。

意
思
主
義
が
純
粋
に
妥
当
す
る
の
は
形
成
的
身
分
行
為
で
あ
り
、
現
行

法
で
こ
れ
に
当
た
る
の
は
、
婚
姻
桝
、
離
婚
、
認
知
、
養
子
縁
組
お
よ
び
離

ハ
2
〉

縁
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
、
裁
判
認
知
に
は
当
事
者
の

ハ
3
〉

意
思
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
、
母
の
認
知
で
は
意
思
主
義
が
敗
退
し
た
。

ハ
4
〉

「
父
の
」
届
出
認
知
で
も
、
客
観
説
が
有
力
マ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
知

に
お
い
て
は
、
意
思
主
義
は
後
退
し
た
、
も
し
く
は
、
そ
の
傾
向
に
あ

(
5〉

る
。
ま
た
、
裁
判
離
婚
で
も
、
当
事
者
双
方
の
意
思
と
い
う
意
味
で
の
意

ハ
6
)

閉
山
主
義
は
妥
当
し
な
い
。
さ
ら
に
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
も
、
一
五
歳
未

満
の
子
を
養
子
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
代
諾
縁
組
で
は
、
法
定
代
理
人
が
子

に
代
わ
っ
て
意
思
表
示
を
行
う
。
法
定
代
理
人
は
、
養
子
縁
組
の
「
本

ハ
7
〉

人
」
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
意
思
主
義
が
破
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
代

(
8
)
 

諾
離
縁
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
例
外
と
す
れ
ば
、
意
思
主
義

(

9

)

 

が
妥
当
す
る
の
は
婚
姻
、
協
議
離
婚
お
よ
び
成
年
養
子
だ
け
に
な
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
身
分
行
為
の
原
則
と
し
て
、
意
思
主
義
を
置
く
理
由
が

ハ

mv

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
意
思
主
義
を
強
調
す
る
こ
と
の
効
果
は
評
価
さ
れ
る

べ
き
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
意
思
主
義
自
体
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
妥

当
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
視
点
か
ら
、
本
橋
で
は
、
代
諾
縁
組
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
養
子
法
に
対
す
る
婚
姻
法
の
影
響
の
強

ハロ〉

さ
と
そ
の
不
当
性
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
意
思
主
義
が
最
も

一三

O

純
粋
に
妥
当
す
る
の
は
婚
姻
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
親
子
法
で
は
、

ハ
ロ
〉

そ
も
そ
も
意
思
主
義
が
存
立
し
に
く
い
。
養
子
縁
組
、
特
に
未
成
年
養
子

〈

臼

〉

は
、
両
者
の
中
間
に
位
霞
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
法

に
中
核
を
持
つ
意
思
主
義
の
適
用
範
闘
を
測
る
た
め
に
は
、
未
成
年
養
子

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
未
成
年
養
子
の
約
八
割
が
代

〈

M
〉

諾
縁
組
な
の
で
あ
る
。
そ
の
代
諾
縁
綴
の
成
立
に
要
求
さ
れ
る
法
定
代
理

人
の
意
思
表
示
に
は
、
現
在
、
い
か
な
る
意
味
が
含
ま
れ
得
る
だ
ろ
う

カ
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
未
成
年
養
子
許
可
申
立
件
数
は
、
毎
年
減
少
を

〈

日

〉

続
け
て
い
る
。
他
方
、
養
子
縁
組
の
届
出
総
数
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て

(

掲

)

(

げ

〉

い
な
い
。
そ
の
理
由
は
様
々
に
推
測
で
き
る
が
、
と
も
か
く
未
成
年
養
子

の
実
態
が
急
激
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
よ
う
な
変
化
は
、
わ
が
国
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

(

問

〉

(

刊

日

)

今
世
紀
後
半
か
ら
、
家
族
法
は
世
界
的
変
動
期
を
迎
え
て
い
る
。
わ
が
国

の
代
諸
縁
組
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
各
国
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
は

不
可
欠
で
あ
る
。

ニ
イ
ギ
リ
ス
法
を
検
討
す
る
理
由
現
在
、
各
国
が
養
子
収
養
を

児
震
の
保
護
・
脊
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
は
、
共
通
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
道
は
、
大
別
し
て
、
二
つ
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
二

O
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
児
童
保
護
の
た
め
に
新
た
に
養
子
制

度
を
創
設
し
た
国
(
創
設
教
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
各
国
に
間
中
符
の

目
的
を
持
つ
い
わ
ば
古
い
養
子
制
度
の
形
態
か
ら
、
現
代
型
に
変
化
し
た



ハ
幻
〉

問
問
〈
変
化
型
)
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
創
設
型
の
代
表
と
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
法
を
検
討
す
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
変
化
型
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
前
提
作
業
を
要
し
、
こ
の
作

業
の
た
め
に
は
、
創
設
型
と
の
対
比
が
必
要
に
な
る
た
め
、
順
序
と
し
て

創
設
型
の
検
討
が
先
に
な
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
古
法
に

(

n

v

(

お

〉

お
け
る
他
児
養
育
制
度
を
捨
て
、
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
。
従
っ
て
、
現

行
ド
イ
ツ
法
を
理
解
す
る
に
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
事
情
を
検
討
し
な
け

(

引

品

)

(

お

〉

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
七
六
年
法
に
お
い
て
、
ま
だ
、
成
年
養
子
会
}
残
す

理
由
も
、
こ
の
前
提
作
業
な
し
で
は
、
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
長
い
歴
史
を
有
す
る
変
化
型
に
は
、
各
国
に
固
有
の
歴
史
が
生
ん
だ

副
産
物
が
、
今
で
も
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が
残
る
。
純
粋
に
子
の
福
祉

を
指
向
す
る
創
設
裂
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
変
化

型
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
こ
の
副
産
物
の
把
握
を
容
易
に
す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
創
設
型
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
に
、
北
欧
諸
国
お
よ
び
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
い
く
つ
か
の
州
が
あ
る
が
、
北
欧
諸
国
に
は
ド
イ
ツ
法
の
影

(
崎
山
)

綾
田
が
強
い
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
病
理
現
象
が
付
若
し
て
い
る
こ

(
幻
〉

と
か
ら
、
端
的
に
児
童
の
福
祉
を
求
め
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法

を
検
討
す
る
。

注
(
l
u

一
般
論
と
し
て
は
、
全
く
疑
わ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
中

川
善
之
助
「
新
版
民
法
大
要
〈
親
族
法
・
相
続
法
〉
」
勤
草
書

房
(
昭
和
五

O
年
〉
四
頁
お
よ
び
七
頁
、
我
妥
栄
「
親
族
法
」

有
斐
閣
(
昭
和
三
六
年
〉
コ
一
九
四
支
、
島
津
一
郎
「
親
族
・
相

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
総
に
つ
い
て

続
法
」
日
本
評
論
社
(
昭
和
五
五
年
〉
二
三
頁
、
等
。

〈
2
〉
中
川
護
之
助
「
身
分
法
の
総
則
的
課
題
」
岩
波
書
応
(
昭
和

一
六
年
〉
が
、
身
分
的
統
体
の
要
求
す
る
同
意
の
必
要
度
を
基

準
に
、
身
分
行
為
を
三
分
し
、
形
成
的
身
分
行
為
を
「
最
も
純

粋
に
身
分
法
的
な
る
も
の
」
と
分
析
し
た
(
一

O
三
l
一一三ハ

頁
)
。
現
行
法
下
で
も
、
意
思
を
基
調
と
す
る
身
分
行
為
理
論

の
主
た
る
対
象
と
し
て
、
こ
の
形
成
的
身
分
行
為
が
想
定
さ
れ

る
点
は
変
わ
ら
な
い
。
中
川
博
士
は
、
前
掲
警
に
お
い
て
、
形

成
的
身
分
行
為
と
し
て
、
前
記
の
外
に
、
親
族
入
籍
、
引
取
入

籍
、
転
籍
、
家
督
相
続
人
の
指
定
、
他
家
相
続
、
分
家
、
廃

家
、
隠
居
、
廃
絶
家
再
興
、
相
続
人
廃
除
お
よ
び
遺
言
を
掲

げ
、
「
新
訂
親
族
法
」
青
林
書
院
新
社
ハ
昭
和
四

O
年
〉
一
一
一
一

頁
で
は
、
「
婚
姻
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
養
子
縁
組
も
そ
の
例

で
あ
る
。
認
知
も
こ
れ
に
加
え
て
よ
い
」
と
す
る
。

(
3
〉
最
高
昭
和
三
七
年
四
月
二
七
日
二
小
判
民
集
一
六
巻
七
号
一

二
四
七
頁
。

(
4
〉
於
保
不
二
雄
「
親
子
」
(
法
律
学
体
系
法
学
理
論
篇
〉
日
本

評
論
新
社
(
昭
和
二
五
年
〉
二
九
l
一
一
一
一
一
一
具
、
木
下
関
・
七
七

九
条
注
釈
(
中
川
編
注
釈
民
法
制
の

I
〉
有
斐
閣
〈
昭
和
田
六

盆
)
一
九
八
頁
、
等
。

(
5
〉
む
し
ろ
認
知
は
身
分
行
為
理
論
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
て
い

る
。
例
え
ば
、
深
谷
松
男
「
身
分
行
為
に
関
す
る
二
・
一
二
の
考

察
」
金
沢
法
学
一
九
巻
一
・
一
一
号
ハ
昭
和
五
一
年
)
二
九
頁
、

右
近
健
男
「
身
分
行
為
と
意
思
」
〈
民
法
の
判
例
第
三
版
〉
有

斐
閣
(
昭
和
五
四
年
〉
二
二

O
頁
、
阿
部
徹
「
無
効
な
身
分
行

一一一一一



為
の
追
認
」
〈
現
代
家
族
法
大
系
1
〉
有
斐
閣
〈
昭
和
五
五
年
〉

一
O
一
一
良
、
等
。

(
6
〉
当
事
者
の
意
思
が
合
致
す
れ
ば
協
議
離
婚
し
て
い
る
。
有
責

主
義
、
破
綻
主
義
を
関
わ
ず
、
裁
判
離
婚
で
は
一
方
当
事
者
の

意
思
が
無
視
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
離
婚
に
は
、
必
ず
し
も
当
事

者
の
意
思
の
合
致
を
要
し
な
い
、
と
言
え
る
。

(

7

)

但
し
、
代
諾
を
法
定
代
理
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
思
主

義
が
貫
徹
す
る
、
と
も
考
え
ら
れ
得
る
。
し
か
し
、
代
理
の
根

拠
を
意
思
主
義
な
い
し
私
的
自
治
に
求
め
る
見
解
は
、
わ
が
国

で
は
少
数
説
で
あ
り
、
し
か
も
、
法
定
代
理
の
説
明
に
関
し
て

は
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
浜
上
則
雄
「
代

理
理
論
に
お
け
る
本
人
行
為
説
と
代
理
人
行
為
説
同
」
阪
大
法

学
二
八
号
(
昭
和
一
一
一
一
一
一
年
l
)

七
六
頁
は
、
十
分
な
説
明
を
与
え

ず
、
高
橋
一
ニ
知
雄
「
代
理
理
論
の
研
究
」
有
斐
閣
(
昭
和
五
一

年
〉
六
一
ニ
1
1
六
回
頁
お
よ
び
一
一
四
頁
は
、
詳
細
な
検
討
を
加

え
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
任
意
代
理
と
法
定
代
理
の
差
異
を
強
調

し
て
、
法
定
代
理
の
説
明
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

(
8
〉
代
諾
離
縁
に
お
い
て
、
代
諾
権
者
の
自
由
な
協
議
を
許
す
こ

と
は
、
代
諾
縁
組
に
お
け
る
よ
り
、
さ
ら
に
危
険
で
あ
る
。
深

谷
松
男
・
八
一
一
条
注
釈
(
中
川
編
・
注
釈
民
法
伺
の
E
〉
有
斐

鴎
(
昭
和
四
七
年
)
七
コ
一
九
1

七
四
一
一
良
参
照
。

(
9
〉
十
五
歳
以
上
の
未
成
年
養
子
に
も
、
家
裁
の
許
可
を
要
す

る
。
従
っ
て
当
事
者
の
意
思
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。

(
叩
)
財
産
法
理
論
と
の
峻
別
、
要
式
伎
の
緩
和
、
等
。

(
日
)
特
に
離
縁
に
関
し
て
主
張
さ
れ
る
。
山
由
田
正
男
「
民
法
第
八

一一一一一一

一
四
条
第
一
項
第
三
号
の
離
縁
原
因
に
あ
た
ら
な
い
事
例
」
民

商
五
二
巻
四
号
(
昭
和
四

O
年
〉
七
二

l
七
三
頁
、
山
本
正
直
一
恩

「
民
法
第
八
一
四
条
第
一
項
第
一
ニ
号
の
離
縁
原
因
に
あ
た
ら
な

い
事
例
」
岡
山
法
経
学
会
雑
誌
一
五
巻
一
号
(
昭
和
四

O
年〉一

一
八
頁
、
深
谷
・
前
掲
注
釈
民
法
八

O
五
頁
お
よ
び
八
二
一
百
円
。

(
臼
〉
実
親
子
関
係
に
お
け
る
血
縁
主
義
。
そ
の
妥
当
性
は
と
も
か

く
、
親
子
法
の
中
核
を
未
成
熟
子
の
保
護
・
育
成
と
解
す
る
限

り
、
意
思
主
義
の
強
調
は
当
事
者
の
一
方
に
過
ぎ
な
い
親
の
意

思
だ
け
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
、
危
険
で
あ
る
。

〈
日
)
成
年
養
子
は
ほ
と
ん
ど
婚
姻
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
こ
と

が
、
正
当
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
島
・
前
掲
判
例
評
釈
七

一一
i
七
三
頁
。

(

M

)

司
法
統
計
年
報
(
昭
和
三
五
年
!
五
四
年
〉
に
よ
れ
ば
、
過

去
二

0
年
間
で
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
に
は
、
配

偶
者
の
子
を
養
子
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
継
子
養
子
は
、
含
ま
れ

亡
、
。

ムア
'
H
l
u
w

〈
日
)
最
盛
期
(
昭
和
二
五
年
)
に
は
、
四
万
件
を
越
え
た
が
、
昭

和
五
四
年
で
は
、
わ
ず
か
四
千
五
百
件
に
な
っ
た
。
な
お
、
昭

和
三
四
年
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
加
藤
一
郎
「
図
説
家
族

法
」
有
斐
閣
(
昭
和
一
ニ
八
年
〉
一
二
九
頁
以
下
、
参
照
。

ハ
凶
〉
法
務
年
鑑
(
昭
和
三
五
年

l
五
四
年
〉
に
よ
れ
ば
、
過
去

二
0
年
間
、
八
万
件
台
で
、
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。

(
げ
〉
い
わ
ゆ
る
継
子
養
子
に
は
家
裁
の
許
可
を
要
せ
ず
、
司
法
統

計
年
報
の
数
字
に
表
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
従
来
比
重
の
小
さ

か
っ
た
継
子
養
子
が
増
加
し
た
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。



そ
の
他
の
原
因
と
し
て
、
①
避
妊
知
識
の
一
般
化
お
よ
び
妊
娠

中
絶
技
術
の
向
上
と
そ
の
容
認
化
に
伴
う
出
生
率
の
低
下
、
す

な
わ
ち
、
議
ま
れ
な
い
子
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
。
②
生
活
水
準

の
上
昇
に
よ
る
養
子
供
給
カ
の
低
下
。
③
生
活
感
覚
の
変
化
。

例
え
ば
、
未
婚
の
母
の
社
会
的
容
認
に
よ
る
養
子
供
給
力
低

下
、
老
後
生
活
へ
の
期
待
の
変
化
に
よ
る
養
子
需
要
力
低
下
、

等
。
④
子
の
権
利
主
張
の
拡
大
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
人
の
言

い
な
り
に
な
る
子
が
減
少
し
、
予
を
育
て
る
こ
と
が
臨
時
し
く
な

っ
た
こ
と
。
以
上
の
点
が
考
え
ら
れ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
な

(
叩
日
)
。
E
O同
o
p
凶，
vmwH耐え。円
g

o
片
岡
吋
但
同
出
回
目
司
戸
開
場
山
口
関
口
円
。
目

日Mmww(め
VHO同O
由
。
仏
・
〉
・
同

Zdq母
国
〈
一
口
町
司
叩
丘
町
♂
吋
，
MM0

2
2
v
o同H
P
H
H
a
P
E
a
-
M
M円。岡田口
0
4ロ
に
よ
れ
ば
、
一
九
六

九
年
を
境
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
家
族
法
の
改
正
は
、
加

速
度
を
増
し
た
。
但
し
、
同
蓄
は
養
子
法
を
対
象
に
し
て
い
な

'v 

(
日
〉
最
近
の
養
子
法
の
改
正
に
限
定
し
て
も
、
例
え
ば
以
下
の
も

の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
義
彦
「
西
ド
イ
ツ
の
新
養
子

法
」
ジ
ュ
リ
六
一
一
一
六
号
八
一
一
一
gat--

九
一
一
良
、
六
三
七
号
二
ニ
七

l

一
四
八
頁
〈
昭
和
玄
二
年
)
、
菱
木
昭
八
郎
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

養
子
法
の
発
展
」
ジ
ュ
リ
ム
ハ
二
六
号
〈
昭
和
五
一
年
)
一
一

O

l
一
一
九
頁
、
有
地
享
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
親
子
法
の
近
時

の
展
開
」
ジ
ュ
リ
ム
ハ

O
四
号
(
昭
和
五
一
年
)
一

O
六
|
一
一

五
真
、
最
高
裁
家
庭
局
長
回
答
「
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
の
養
子
縁

組
法
に
つ
い
て
」
家
月
二
八
巻
一

O
号
ハ
昭
和
五
一
年
〉
一
一
一

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

九

i
二
四
一
頁
、
山
本
正
憲
「
一
九
七
六
年
養
子
法
〉
含
宮
山

S

〉
a
s
a
(
H
S出
口
・
印
由
〉
の
邦
訳
」
岡
山
大
法
学
会
雑
誌

二
七
巻
二
号
一
一
五
!
一
一
一
一
七
一
氏
、
ゴ
一
号
一

O
九
l
一一一一一一良

〈
昭
和
五
三
年
〉
、
雄
一
寸
。

(
却
)
司
吋
M
H
H
M
F
C円。口
N
O
H
H
a
o円
〉
a
o
M
M
t
o
p
Hり円世田同門同ロ吋仲田・

伊
南
・
山
宮
OHNロ叩♂

H由叶∞・

ω
-
H
4
に
よ
れ
ば
、
北
欧
諸
国
、

イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
が
そ
の
例
で
あ
る
。

〈
幻
)
同
吋
円

gw-
国・出・

0
・w
ω
-
H
え
・
に
よ
れ
ば
、
東
欧
諸
国
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
北
米
各
州
、
ス
イ
ス
お
よ
び
西
ド
イ

ツ
が
、
こ
れ
に
属
す
る
。
但
し
、
北
米
各
州
に
つ
い
て
は
、
i
ゎ

ラ
ン
ス
も
し
く
は
ス
ペ
イ
ン
の
影
響
下
に
あ
っ
た
州
に
限
ら

れ
、
そ
の
他
の
州
は
創
設
型
の
よ
う
で
あ
る
。
西
沢
修
「
米
国

養
子
法

ω」
家
月
一
一
一
一
巻
ニ
・
一
一
一
号
〈
昭
和
三
六
年
〉
二
頁
参

召
問
。

〈mμ
〉

MWロ岡田
o
p
ω
Sロ
門
出
口
問
。
吋
間
関
o
g
g四
回
仲
間
門
岡
ロ
自
国
岱
吋
同
一
四
・

吋回目
nvoHH
の町田
OHNVロ
n
y

国内凶・

Ha〈
w
吋
国
慰
問
回
目
白
回
目
円
伊
丹
句
∞
・

4Fmw
口
"
同
出
品
夕
日
出
・
品
]
己
・

ハ
幻
)
何
回
同
日
開
H
J

出
・
同
・
。

;
ω
・
企
N
]
町内・

〈
制
〉
の
omwO神岡山
w-MOM-aoh戸出回開何回
S
O
P
H由
同
阿
国
内
凶
ロ
出
血
〉
守

。
叩
吋
ロ
白
岡
田
口
aoH・0
H
1
4
0吋白
n
r
円以件。ロ

(kvaoMV広
O
ロ田何回由
2
3

4
0
B
M
・斗・

H由吋
P
ω

の
切
H
.
M
・
H
E由・

〈
お
〉
】
4EHMM♂
目
・
由
・
。
・
・

ω
-
E
N
・
は
、
成
年
養
子
を
認
め

な
い
例
と
し
て
、
前
記
創
設
型
の
問
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
ス
ラ

エ
ル
お
よ
び
東
欧
諸
国
を
、
厳
格
に
制
限
す
る
例
と
し
て
、
ス

イ
ス
お
よ
び
北
欧
諸
国
を
、
成
年
養
子
を
認
め
る
例
と
し
て
、

一
一一一一一一



ロ
ー
マ
法
継
受
国
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
り
ア
・
お
よ
び
西

ド
イ
ツ
セ
、
掲
げ
る
。

(
部
)
菱
木
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
氏
参
照
。

(
幻
〉
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
γ

グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
石
村
議
官
助
H
西
川
ゑ
い
子
訳
「
取
引
さ
れ
る
子
供
達
」

都
立
大
法
学
会
雑
誌
五
巻
一
号
ハ
昭
和
三
九
年
)
二

O
五
l
二

回
一
一
良
、
お
よ
び
、
石
村
普
助
「
ア
メ
n
y
カ
養
子
法
の
一
断
面
」

家
月
一
八
巻
七
号
(
昭
和
四
一
年
〉
一
!
コ
一

O
頁
。
ま
た
、
石

川
稔
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
親
子
法
の
最
近
の
動
向
」
ジ
ュ
リ

六

O
二
号
(
昭
和
五
一
年
〉
一

O
九
頁
に
は
、
人
種
問
題
か
ら

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
ニ
節

イ
ギ
リ
ス
養
子
法
の
特
色

一
養
子
法
を
検
討
す
る
漂
白
イ
ギ
リ
ス
の
養
子
収
養
〈
怠
O
M
W

仲間目

(

1

)

ハ
2
〉

。
ロ
)
は
、
わ
が
国
の
養
子
縁
組
と
は
「
似
て
も
似
つ
か
ぬ
」
ほ
ど
に
異
な
っ

て
い
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
相
違
点
の
一
つ
に
、
養
子
縁
総
の
効
果
、
す

な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
養
子
収
養
は
い
わ
ゆ
る
断
絶
養
子
だ
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
相
違
点
が
存
在
す
る
た
め
に
、
イ

ギ
リ
ス
の
養
子
収
養
を
考
察
す
る
。

ハ
3
〉

わ
が
国
の
養
子
縁
組
と
の
共
通
点
は
、
む
し
ろ
別
の
児
童
保
護
制
度
に

多
く
見
つ
け
ら
れ
得
る
。
親
権
の
移
転
に
注
目
す
れ
ば
、
殺
と
し
て
の
権

利
お
よ
び
義
務
ハ
唱
曲
目
白
神
回
目
立
岡
宮
田

ωロ
仏
弘
三
日
冊
目
〉
の
全
部
も
し
く
は

ハ
4
)

一
部
が
移
転
す
る
各
場
合
を
、
比
較
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
で

(
5〉
ハ

6
〉

も
、
一
九
七
五
年
児
童
法
が
新
た
に
創
設
し
た
監
護
者
権
制
度
は
、
抑
制
統

一
三
四

上
の
効
果
を
除
け
ば
、
わ
が
国
の
養
子
縁
組
に
最
も
近
い
。
し
か
し
、
養

子
収
養
〈
国
営
匂
仲
間
O
ロ
〉
を
除
く
児
震
保
護
の
た
め
の
制
度
で
は
、
子
の
世
間

〈

7
〉

祉
が
第
一
の
か
つ
最
高
の
考
慮
事
頃
と
さ
れ
、
実
親
の
意
思
的
関
与
は
容

(
8〉

易
に
排
除
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
養
子
収
養
で
は
、
突
親
子
関
係
を
永

久
に
断
絶
さ
せ
る
効
果
が
存
す
る
た
め
に
、
親
の
意
思
的
関
与
は
、
簡
単

(
9〉

に
は
排
除
さ
れ
な
い
。
「
子
に
対
す
る
親
と
し
て
の
権
利
お
よ
び
義
務
が

ハ
州
山
〉

移
転
す
る
制
度
の
中
で
、
養
子
収
養
が
最
も
徹
底
し
て
い
る
」
か
ら
こ

(
u
v
 

そ
、
殺
の
同
意
が
強
く
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
親
の
同
意
が

〈

辺

〉

免
除
さ
れ
、
親
の
窯
尽
に
反
す
る
養
子
収
養
の
成
立
す
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
限
界
的
な
場
合
に
お
い
て
、
殺
の
意
思
的
関
与
が
排
除
さ
れ
る
基
準

を
探
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
が
国
の
代
諾
縁
組
へ
の
理
解
に
示
唆
す
る

も
の
が
大
き
い
、
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
の
変
遷
と

〈
刊

M
)

そ
の
内
容
は
、
援
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
と
の
重
複
を
避
け

な
が
ら
、
以
下
に
お
い
て
、
本
稿
で
留
意
す
べ
き
点
を
若
手
考
察
す
る
。

二
養
子
奴
養
と
そ
の
他
の
児
童
保
護
制
度
と
の
関
係
イ
ギ
リ
ノ
ス

の
養
子
収
養
は
決
し
て
孤
立
し
た
制
度
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
里
親
の
養
子

〈

M
)

収
養
申
立
て
に
笑
親
が
同
意
し
な
い
場
合
に
、
畏
親
が
子
の
世
話
と
支
配

合
耳
目
回
目

a
S
E
E
-
)
の
継
続
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
子
を
裁
判
所
被

ハ
お
)

後
見
人
(
若
田

E
C同

8
5仲
)
に
す
れ
ば
よ
い
。
裁
判
所
被
後
見
人
の
世

話
を
す
る
者
を
決
定
す
る
と
き
に
は
、
子
の
福
祉
を
基
準
に
す
る
た
め
、

現
実
に
子
を
世
話
し
続
け
て
き
た
者
に
決
定
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

ハ
凶
)

ぃ
。
玄
た
、
親
の
不
同
意
を
理
由
に
裁
判
所
が
養
子
収
養
申
立
て
を
棄
却



〈

U
V

し
た
後
に
、
子
を
裁
判
所
被
後
見
人
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、
監
護
者
権
制
度
お
よ
び
離
婚
裁
判
所
の
監
護
権
手
続
と
も
関
連

す
る
。
一
九
七
五
年
児
童
法
は
い
わ
ゆ
る
継
子
養
子
の
申
立
て
を
、
一
方

〈

珂

)

に
お
い
て
申
立
人
が
離
婚
裁
判
所
の
手
続
に
変
更
す
る
こ
と
を
期
待
し
、

ハM
M
)

ま
た
他
方
で
は
監
護
者
権
の
申
立
て
と
し
て
扱
う
こ
と
を
規
定
し
た
。
明

ら
か
に
継
子
養
子
の
回
避
を
意
図
し
て
い
る
。
悦
腕
子
養
子
は
、
父
母
の
一

方
(
多
く
は
母
〉
と
そ
の
再
婚
後
の
新
配
偶
者
ハ
継
父
〉
が
、
子
の
氏
お

〈

鈎

〉

よ
び
出
生
登
録
を
変
更
す
る
た
め
に
、
申
し
立
て
る
場
合
が
多
く
、
必
ず

し
も
子
の
福
祉
に
遜
し
な
い
危
険
が
あ
る
。
離
婚
裁
判
所
の
手
続
も
し
く

は
監
護
者
権
手
続
へ
の
乗
り
換
え
規
定
は
、
こ
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と

〈

m
μ
)

を
狙
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
六
八
年
以
後
、
養
子
収
養
は
急
激
に
減
少
し

ハ
明
品
〉

て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
継
子
養
子
の
占
め
る
割
合
は
急
増
し
、
全

〈

忽

)

体
の
六
割
に
も
達
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
手
続
へ
の
乗
り
換

え
規
定
は
、
養
子
収
養
総
数
の
減
少
に
、
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に

〈

幻

〉

な
る
。
こ
こ
で
は
、
子
の
福
祉
を
守
る
た
め
に
、
養
子
収
養
が
回
避
さ
れ

る
場
合
の
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
他
の
児
童
保
護
制
度
の
充
実
に
よ
り
養

子
収
養
が
特
異
な
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ

マ
令
。

三
養
子
収
養
の
成
立
に
要
す
る
同
意
養
子
収
養
に
対
す
る
殺
の

〈
川
品
)

意
思
的
関
与
は
、
養
子
収
養
の
効
果
に
対
す
る
同
意
で
あ
る
。
次
の
点
に
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。

ω
同
意
権
者
の
制
限

ハ

お

)

同
意
権
者
は
親
も
し
く
は
後
見
人
で
あ

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

(

お

〉

ハ

お

〉

〈

M
m
v

る
。
親
と
は
、
嫡
出
子
の
父
母
、
非
嫡
出
子
の
母
お
よ
び
養
子
の
養
父
母

で
あ
る
。
従
っ
て
、
非
嫡
尚
子
の
推
定
上
の
父
守
口
宮
民
4
0

同
回
答
。
る
は

(

幻

)

ハ

∞

却

〉

同
意
権
者
で
は
な
い
。
一
九
五
八
年
法
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
子
の
扶
養

;

ハ

m出
〉

義
務
者
は
同
意
権
者
で
あ
っ
た
が
、
同
法
は
こ
れ
を
削
削
除
し
た
。
こ
こ

で
、
持
意
権
者
の
枠
が
狭
め
ら
れ
た
。

〈

初

〉

し
か
し
、
非
嫡
出
子
の
父
も
、
監
護
権
を
取
得
す
れ
ば
子
の
後
見
人
に

〈
紅
)

な
り
、
防
意
権
者
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
父
が
養
子
収
養
に
反
対
し
た

い
場
合
に
は
、
監
護
権
を
取
得
す
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で
、
養
子
収
養
を
妨

害
す
る
意
図
で
な
さ
れ
た
監
護
権
由
・
立
て
は
、
事
実
上
、
養
子
収
養
の
成

否
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
は
、
養
子
収
養
申
立
て
と
覧
護
権

山
中
立
て
と
を
同
時
に
審
理
し
、
そ
の
際
あ
く
ま
で
も
監
護
権
申
立
て
の
法

準
、
す
な
わ
ち
、
子
の
福
祉
が
第
一
の
か
つ
最
高
の
考
慮
事
実
で
あ
り
親

〈

m
M
〉

の
希
望
は
こ
れ
に
劣
後
す
る
と
い
う
基
準
で
、
審
理
す
る
。
こ
の
基
準

ハ

お

〉

は
、
非
嫡
出
父
子
関
係
の
切
断
が
務
易
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
同
意
権

者
の
範
闘
を
出
制
限
す
る
こ
と
を
示
す
。

防
宗
教
条
件
の
排
除
一
九
七
五
年
児
童
法
が
成
立
す
る
ま
で
は
、

同
意
権
者
は
、
子
の
宗
教
養
育
に
関
す
る
条
件
を
同
意
に
つ
け
る
こ
と
が

〈

M
Y

ハ

お

〉

で
き
た
。
し
か
し
、
向
法
は
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
同
宗
教
に
つ
い
て
だ
け
殺
の
支
配
が
継
続
す
る
こ
と
は
、

実
親
子
関
係
の
切
断
と
い
う
点
か
ら
は
、
変
則
的
で
あ
る
。
同
条
件
を

つ
け
て
も
実
際
上
の
強
制
手
段
が
な
い
。
同
養
親
と
し
て
の
適
性
か
ら

で
は
な
く
宗
教
に
よ
っ
て
養
親
が
選
択
さ
れ
る
と
と
、
お
よ
び
、
そ
の
選

一一一一五



(
担
制
〉

択
が
手
続
を
遅
滞
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
子
の
福
祉
に
適
さ
な
い
。

実
際
に
は
こ
の
規
定
を
潜
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
養
子
協
会

〈
kraouHWV凶
〉
向
。
ロ
ロ
可
一
)
に
は
、
親
の
宗
教
上
の
希
望
を
考
慮
す
る
義
務
が

〈
明
副
〉

あ
り
、
裁
判
所
は
養
子
縁
組
命
令

(KEOMM巴
g

。aoる
に
条
件
を
つ

円
四
国
〉

け
る
裁
量
権
を
有
す
る
。
従
っ
て
、
突
親
は
、
そ
の
宗
教
に
理
解
の
あ
る

協
会
に
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
を
達
す
る
こ
と
が

〈
ぬ
)

で
き
る
。
し
か
し
、
同
意
を
契
機
と
し
て
実
親
が
子
の
支
配
を
継
続
す
る

こ
と
が
制
定
法
上
禁
止
さ
れ
た
点
に
変
わ
り
が
な
く
、
同
意
の
内
容
が
縮

小
さ
れ
た
、
と
言
え
る
。

以
上
、
同
意
権
者
の
範
聞
と
い
う
量
的
側
面
お
よ
び
同
意
の
内
容
と
い

う
質
的
側
面
の
両
面
に
、
制
限
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

注
(
1
〉

包
O
句昨日
0
ロ
の
語
は
、
日
本
法
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
養

子
縁
組
と
訳
す
べ
き
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
最
近
の
傾
向
に

従
い
、
養
子
収
養
と
訳
す
。

(

2

)

田
中
実
「
イ
ギ
リ
ス
養
子
制
度
の
一
考
察
」
〈
青
山
還
暦
・
家

族
の
法
社
会
学
)
法
律
文
化
社
(
昭
和
四

O
年〉一一一

O
九
頁
。

〈
3
)

凶

s
s
s
u
p
司
由
自
ロ
吋
戸
胆
司

2HHoa--
回ロ
2
2・唱
0
3伊丹

岡、。ロ
a
o
P
5
2・
匂
-
u
g
は
、
父
母
が
養
育
で
き
な
い
子
、

父
母
が
養
育
を
望
ま
な
い
子
も
し
く
は
孤
児
の
た
め
の
制
度
と

し
て
、
養
子
収
養
、
後
見

Q
s
a
s
s
z巴
、
段
護
者
権

(nロ回付
o
a師
国
田
区
巴
、
地
方
当
局
の
世
話
ハ
口
問
。
)
お
よ
び
里

親
制
度
ハ
E
a
R
E巴
を
掲
げ
る
。
な
お
、
中
田
幸
子
「
イ

ギ
リ
ス
の
養
子
制
度
と
後
見
お
よ
び
塁
親
制
度
」
専
修
法
学

一一一一六

二
O
号
(
昭
和
五

O
年
)
九
六
頁
以
下
参
照
。

〈
4
)

の
gg-ouJM川町四回
n印

刷

V
H
2
0同
匂
即
日
ロ
可
伊
制
調
印
同
aoa--

ω
4
2
2
h
w
玄胆
H4『

曲
目
戸

U
F
O回仏
o
p
H
S
P
H
V匂
・
£
c
l
怠品

は
、
親
と
し
て
の
権
利
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
行
使
で
き
る

者
と
し
て
、

ω
親
(
養
親
を
含
む
〉
、
例
後
見
人
、
同

裁
判
所
被
後
見
人
(
司
申
込
え

g回
三
〉
に
関
し
て
固
有
の
裁

判
権
を
持
つ
高
等
法
院
、
同
一
九
七
一
年
お
よ
び
一
九
七
三

年
未
成
年
老
後
見
法
に
も
と
づ
き
法
的
監
護
権

Qa世
田

n
g
-

g
a己
を
有
す
る
者
、
同
離
婚
裁
判
所
か
ら
権
限
を
付
与
さ

れ
た
者
、
問
一
九
七
八
年
家
事
事
件
手
続
お
よ
び
下
級
判
事

裁
判
所
法
に
よ
り
法
的
監
護
権
を
付
与
さ
れ
た
者
、
同
一
九

六
九
年
児
童
お
よ
び
青
少
年
法
に
も
と
づ
く
世
話
命
令
会
員
。

o邑
四
時
〉
に
よ
り
親
と
し
て
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
引
き
受
け

た
地
方
当
局
、
山
一
九
七
五
年
児
童
法
に
お
け
る
監
護
者
権

を
有
す
る
者
、
以
上
を
掲
げ
る
。
子
の
出
生
と
問
時
に
、
そ
の

子
に
対
す
る
親
と
し
て
の
権
利
お
よ
び
義
務
は
、
自
動
的
に
突

親
に
帰
属
す
る
た
め
、
実
親
を
除
く
前
記
の
者
へ
の
移
転
が
問

題
に
な
る
。

(

5

)

の
E
5
8ロ
KFnHHU吋印

(H由
叶
印
ロ
・
吋
凶
)
・
ま
だ
施
行
さ
れ

て
い
な
い
規
定
が
多
い
。

(

6

)

の同岡山戸仏門町田

h
p
n
H
s
a
-
g
-
g
a
g
s
-
ま
だ
施
行
さ
れ

て
い
な
い
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
山
本
正
憲
「
一
九
七
五
年
児

童
法
の
何
回
即
日
仏
吋
g
h
r
n
H
E叶印

(
H
S印
n・
4
N
〉
第
二
部
喝
胆
一
吋
件

ロ
の
邦
訳
」
岡
山
大
法
経
学
会
雑
誌
二
八
巻
一
号
(
昭
和
五
二

年
〉
六
九
i
八
六
頁
、
お
よ
び
、
三
田
地
宣
子
「
一
九
七
六
年



イ
ギ
リ
ス
養
子
法
と
子
の
福
祉
国

-uw
・
伺
」
時
の
法
令
九
九

五
号
一
ニ
ニ

l
一
一
一
回
京
、
九
九
六
日
万
二
九

l
コ
一
一
一
一
頁
、
九
九
七
号

一一一四

i
三
九
支
ハ
昭
和
五
三
年
〉
参
照
。

ハ
7
〉
の
己
目
吋
品
目
白
HMm凶玄
M
M
O州出品目白
O円
切
〉
n件
包
己

(H
申斗回目・

6
・

由
・
ゲ
こ
の
い
わ
ゆ
る
最
高
原
則
は
、
児
童
に
関
す
る
問
題
に

広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
の
円
a
g
u
-
-
。
MM・
n
F
W
M
6・
怠
印
i

品
2.
ち
H

参
照
。

ハ
8
)
例
え
ば
、
監
護
者
権
に
つ
い
て
は
、
申
立
て
の
度
前
の
コ
一
年

間
を
子
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
新
(
法
的
叫
抗
議

権
を
有
す
る
者
〉
の
同
意
は
不
要
に
な
り
、
法
的
監
護
権
を
持

つ
者
が
い
な
い
、
も
し
く
は
、
行
方
不
明
で
あ
る
。
ま
た
は
、

申
立
人
自
身
が
法
的
監
護
権
を
有
す
る
場
合
に
も
同
意
不
要
で

あ
る
。
。
E
E
B
H
M
〉
丘
同
由
吋
♂

m
-
B
(同
)
噌
(
司
)
参
照
。
ま
た
、

親
の
一
方
、
が
監
護
権
ハ
ロ
ロ
田
件
。

εψ
を
求
め
て
申
立
て
を
し
た

場
合
に
は
、
同
意
要
件
お
よ
び
試
験
期
間
に
関
係
な
く
、
第
一
一
一

者
に
監
護
者
権
が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
回
H10gH品川可始。
MM-

a
Hよ
り
ヲ
∞
∞

?ω
∞
日
参
照
。

〈
9
〉
養
子
収
養
に
つ
い
て
は
一
九
七
五
年
児
童
法
第
一
一
一
条
が
初
め

て
、
子
の
福
祉
を
第
一
に
考
慮
す
べ
き
旨
を
定
め
た
に
と
ど
ま

る
。
し
か
も
、
こ
の
規
定
は
同
意
免
除
の
問
題
に
は
適
用
さ
れ

な
い
(
第
一
一
一
章
一
一
一
同
参
照
)
。
一
六
七
五
年
法
前
で
は
、
裁
判

所
の
確
認
事
項
の
一
つ
と
し
て
、
子
の
福
祉
が
あ
っ
た
に
逃
ぎ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
立
法
お
よ
び
裁
判
所
の
態
度
に
は
、
早
く

か
ら
批
判
が
あ
っ
た
の
例
え
ば
、
回
目
。
話
ー
の
00匂
o
p
k戸内凶
CMY

民

o
p
l
m
o
p
H回目】

C州
司
国
円
。
ロ
H
d
m
u
cロ血白一口♂

(H
由閉山一
)
H
凸早向・

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

岡、・

H
P
N
N
P
M
N印
1NNm-
現
行
法
に
対
し
て
は
、
回
0
4出
口
や

岡山田口
-F
の
E
H
a円
。
ロ
〉
門
付

HU4印w

国ロ
2
2
1唱。見附阿国

U

岡、。ロ・

門凶。
P

巴
4
P

円

U
E
H
V
H
2
ω

参
照
。
な
お
、
「
第
ご
と
「
最

高
」
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、

M
-
4
-
P
(
民
-
F
・
ハ
問
・
〉

y

c
s
a
k
f
p
g
∞w
ご
同
九
戸

l
w
Q
R
H‘
。
昆
呂
田
n
u
R
'

HHMDS
参
照
。

(
印
〉
め
H・回目い凶四一ア

OHM-n目F
-
u
-
A
H
N
h日・

(
孔
)
逆
に
言
え
ば
、
同
意
要
件
が
養
子
収
養
と
他
の
児
童
一
保
護
制

度
と
の
大
き
な
差
異
で
あ
る
。
。
B
g
a
i
。
H
y
a
f
M
M
-
m
s・

(
口
〉
の
Z
E吋町田

krnHH由
叶
♂
血
-
H
M
-

ハ
日
)
山
本
・
前
掲
法
学
会
雑
誌
二
七
単
位
二
号
二

O
七
頁
に
掲
げ
ら

れ
た
文
献
参
照
。

〈
M
〉
養
子
収
養
を
回
目
的
と
し
て
予
を
監
護
す
る
者
は
、
申
し
出
た

養
親
〈
U
G
g
o
a
包
ロ
ヌ
O吋
阻
〉
、
将
来
の
養
親

Q
8
8
0
n
t
g

p
a
o日
比
四
吋
師
〉
、
申
立
人
(
開
HVHVH山
口
由
民
国
〉
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、

塁
線

Q
g
g吋
宮
H
O
P
S〉
が
里
子
を
養
子
に
す
る
場
合
も
多

く
、
適
訳
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
皇
親
と

訳
す
。

(
臼
〉
被
後
日
比
(
君
国
吋
仏
国
広
巴
手
続
は
、
十
分
な
利
益
を
有
す
る

者
な
ら
誰
で
も
開
始
で
き
る
。
。
吋
白
百
四
可
i
o
M
V・
n-HJMM・
た
∞

参
照
。

〈
日
山
)
の
g
g
o
F
O
M
Y
円
四
件
よ
匂
・
怠
品
・
な
お
、
問
書
四
四
六
頁

に
よ
れ
ば
、
一
九
七
七
年
に
は
一
四
九
一
件
二
一
一
一
一
一

O
人
の
児

童
が
裁
判
所
被
後
人
に
さ
れ
た
。

〈げ〉

E
H
O
切
・
〈
〉
ロ
宮
崎
抽
出
3
・門
H
S
C
H
4司・岡、・

M
P
E

一一一一七
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p
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 L

o
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d
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n
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 C
m
n
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.
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n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 

R
e
p
o
r
t
 -'J

....)ν
m:;m=:) 

pp. 
28-30

，
 paras. 

103-110. 

(
~
)
 

B
e
v
a
n
 &

 P
a
r
r
y，

 op. 
cit.

，
 p. 

55. 

(
~
)
 

B
r
o
m
l
e
y，

 op. 
cit.

，
 p. 
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H
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 B
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n
s
o
n，

 Ad
o
p
t
i
o
n
 b

y
 P
a
r
e
n
t
 
a
n
d
 

S
t
e
p
-
p
a
r
e
n
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。
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切
円
。
s
g
uコ
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H
V
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n
F
w
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ωち・
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叫

)
k
r
a
o
H】位。ロ

krn仲
呂

町

∞

祖

国

-AH(N)
・

(
お
〉
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広
HaH1m
ロ
krn仲

H也、吋♂曲
-
H
N
(
同)(ぴ〉(同)・

(
叫
山
)
出
。
口
問
伊
丹
C
ロハ
U
O
B
H回目件付町四回同
OMMO吋
HUM)
・8
w
匂
mwH・世田
-NNE

l
N
ω
H
w
m
o
n
-
日
間
・
な
お
、
若
膝
紀
代
子
「
イ
が
リ
ス
に
お
け

る
養
子
制
度
改
本
へ
の
動
向
と
そ
の
問
題
点
」
市
郁
学
園
短
大

社
会
科
学
論
集
一
七
・
一
八
号
〈
昭
和
五

O
年
〉
一
四

O
頁
参

照。

〈
幻
)
め
広

5
8ロ
h
r
n
H
H
U
吋
♂
由

-
Z・
既
に
施
行
さ
れ
た
。

(
お
)
の
HHMHa吋
g
k
r
a
s
a
-
田
・
∞
(
叶
)
・
既
に
施
行
さ
れ
た
。

(
却
〉
切
04目
HH
品

rHM胆吋
H
1
u
J
O
H
M
-
n
x
-
u
w
・
日
目
お
よ
び
図
司
同
内
出
回
予

。
広
広
吋
白
ロ

krn仲

HU
叶
印
・
(
同
由
吋
由
〉
印
由
伊
向
・

Y
岡
山

-
A旧日一
Y

品目白

参
照
。

第
三
節

イ
ギ
リ
ス
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
・
悶

一
免
除
事
由
の
分
類

養
子
収
養
の
成
立
に
必
要
な
親
も
し
く
は
後
見
人
(
以
下
親
と
略
す
〉

の
間
意
は
、
免
除
事
由
の
存
ず
る
場
合
に
は
免
除
さ
れ
る
。
現
行
法
は
ん
口

ハ
1
)

計
8
倒
の
免
除
事
由
を
規
定
す
る
が
、
免
除
事
由
の
存
否
は
、
事
実
認
定

と
し
て
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
。

従
来
の
判
例
が
、
裁
の
不
行
跡

(
B
Z
Sロ
aEσ
も
し
く
は
帰
素
性

ハ
2
〉

(
円
三
宮
玄

5
5
を
輸
に
免
除
事
自
の
分
類
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
、
現
在
で
は
各
事
由
を
分
類
す
る
基
準
は
存
在
し
な
い
国
民
が
宣
言
さ

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

ハ
3
〉

れ
た
。
そ
の
た
め
か
、
制
定
法
も
分
類
基
準
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
よ
う

(
4〉

な
規
定
の
仕
方
を
改
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
項
目
に
し
た
。
し
か
し
、

叙
述
の
便
宜
上
、
本
節
の
研
究
対
象
で
あ
る
判
例
の
最
に
も
と
づ
き
、
同

意
免
除
事
由
を
、
二
つ
に
分
類
し
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
し
な

い
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
公
明
耳
目
H
E
H
O
S
E拘
医
師
国
間
同
g
g
o
E
ロロ・

8
2
0
D
P
Eろ
と
い
う
事
由
(
γ

小
合
理
事
由
〉
を
抽
象
的
免
除
事
由
、
残

る
合
計
7
個
を
具
体
的
免
除
事
由
と
し
て
区
別
し
て
検
討
す
る
。
な
お
、

こ
の
区
分
は
、
わ
が
国
の
離
婚
・
離
縁
ι

の
原
因
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
分
類

〈

5
〉

と
は
無
関
係
で
品
ぬ
る
。

ニ
具
体
的
免
除
事
由

(
6
)
 

こ
の
点
、
白
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
以
上
の
、
も
の
を
あ
ま
り
見
出
し

得
な
い
の
で
、
簡
略
な
概
観
に
と
ど
め
る
。

け
行
方
不
明
も
し
く
は
同
意
不
能
両
者
は
、
同
時
に
認
定
さ
れ

〈

7
〉

る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
免
除
事
由
で
あ
る
。
行
方
不
明

の
認
定
に
は
、
合
理
的
な
す
べ
て
の
手
段
を
用
い
た
合
理
的
な
す
べ
て
の

手
統
合
40弓

H
B由
0
3由
記
自
由
gHUσ
吋

040円
M
1
2
2
8
与
-
0
8
8
5〉

(

8

)

 

が
と
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
IW
山
不
能
と
は
、
精

神
的
も
し
く
は
肉
体
的
な
病
気
の
た
め
、
通
知
〈
g
g
gロ
丘
町
田
察
当
〉

〈

9
〉

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
永
続
的
不
能
で
あ
る
必
要
は

(
9
〉

〈

叩

〉

な
い
。
ま
た
、
未
成
年
で
あ
る
こ
と
は
、
同
意
能
力
と
は
関
係
が
な
い
。

防
相
腕
と
し
て
の
義
務
を
正
当
な
(
円
g

g
回
目
立
町
〉
理
由
な
く
継
続
し

て

Q
R曲
目
丘
町
白
神
戸
己
履
行
し
な
い
こ
と
〈
義
務
不
履
行
〉
裁
判
所

一
三
九



は
、
「
継
続
し
て
」
を
「
永
続
的
に
〈
唱
え
毘
担

HHOE-一
『
ど
と
読
み
替
え

ハ
U
)

た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、

ω
継
子
養
子
の
事
案
で
あ
る
こ
と
、
例

氏
の
変
更
を
目
的
と
す
る
養
子
収
養
を
拒
否
し
た
判
決
で
あ
る
こ
と
、

例
法
廷
を
構
成
し
た
ニ
裁
判
官
の
中
で
、
読
み
替
え
た
の
は
一
方
だ
け

で
あ
り
、
他
方
の
裁
判
官
は
こ
の
読
替
え
を
支
持
し
な
か
っ
た
こ
と
、
同

ハロ〉

こ
の
読
替
え
に
は
批
判
が
あ
る
こ
と
、
以
上
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

〈

羽

〉

し
か
し
、
後
の
判
例
で
支
持
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所

は
厳
格
な
解
釈
を
変
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

同
遺
棄
も
し
く
は
放
置
官
。
明
日
四
口
氏
。

ε
い
ず
れ
も
刑
事
上
の

(

M

)

 

玄
任
と
な
る
行
為
を
意
味
す
る
、
と
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
厳
格

に
解
し
た
の
で
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
行
為
は
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と

〈

時

)

が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

同

継

続

的

Q
2田
町
田

H
3
3
虐
待
義
務
不
履
行
で
の
読
替
え
は
、

〈
刊
四
〉

こ
こ
で
は
妥
当
し
な
い
。
ま
た
、
婚
姻
事
件
の
別
府
判
決
で
の
継
続
的
虐

(
げ
)

件
付
に
つ
い
て
は
、
同
一
日
の
虐
待
で
足
り
る
が
、
こ
こ
で
は
異
な
る
時
の

(

叩

印

)

虐
待
で
し
か
も
連
続
性
が
必
要
で
あ
る
。
婚
姻
し
て
い
る
父
母
の
一
歳
に

な
る
一
人
怠
子
(
嫡
出
子
)
が
、
父
母
か
ら
一
一
一
週
間
に
わ
た
る
虐
待
を
受

け
て
骨
折
し
、
入
院
し
た
事
案
で
は
、
免
除
が
認
め
ら
れ
、
養
子
収
設
が

(
同
〉

成
立
し
た
。

同
重
大
な
な
骨
片
山
。
ロ
師
)
虐
待
同
意
権
者
の
家
庭
に
は
連
れ
一
皮一

ハm山
〉

せ
そ
う
に
な
い
場
合
に
限
ら
れ
、
親
の
精
神
的
も
し
く
は
肉
体
的
条
件
の

〈

幻

〉

〈

m)

悪
化
、
ま
た
は
、
長
期
間
の
投
獄
が
、
そ
の
場
合
に
あ
た
る
、
と
言
わ
れ

一
回

O

て
い
る
c

(

幻

〉

制
小
括
的
術
支
性
に
よ
る
分
類
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的

〈
削
枇
)

免
除
事
由
は
、
行
方
不
明
お
よ
び
同
意
不
能
ハ
無
責
事
由
〉
と
そ
れ
以
外

の
事
由
〈
有
資
事
由
)
と
に
区
別
さ
れ
る
。
裁
判
所
の
解
釈
は
、
・
有
責
事

由
に
つ
い
て
は
非
常
に
厳
格
で
あ
り
、
然
資
事
由
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

抽
象
的
免
除
事
由
〈
不
合
理
事
由
〉

什
代
表
判
例
の
選
定

養
子
収
養
に
同
意
し
な
い
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
意
が

〈お〉

免
除
さ
れ
る
。
具
体
的
免
除
事
由
に
比
べ
て
不
合
理
事
由
は
抽
象
的
で
あ

ハ
お
〉

り
、
裁
判
所
の
裁
量
権
の
栢
が
広
い
。
以
下
に
、
不
合
理
事
由
に
関
す
る

裁
判
所
の
解
釈
忍
準
を
探
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
自
に
つ
い
て
公
表
さ
れ

た
判
例
は
比
較
的
多
く
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
判
例
の
流
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
、
時
期
を
区
切
り
、
各
時

期
を
代
表
す
る
判
決
に
重
点
を
霞
く
こ
と
に
す
る
。
通
常
、
各
判
決
文
に

お
い
て
過
去
の
判
例
が
検
討
さ
れ
る
た
め
、
代
表
的
な
い
し
重
要
な
判
決

〈

幻

)

を
知
る
こ
と
は
比
較
的
森
自
明
で
あ
る
e

表
ー
は
、
不
合
理
事
由
に
関
し
て

ハm
m
)

筆
者
の
集
め
得
た
判
例
の

P
ス
ト
で
あ
る
。
表
E
は
、
表
I
の
番
号
に
従

ぃ
、
判
決
相
互
の
引
用
・
被
引
用
の
関
係
を
表
わ
す
。
肯
定
的
に
引
用
さ

れ
る
間
数
の
多
い
判
決
が
、
代
表
的
判
例
で
あ
る
。
表
E
か
ら
、
①
・
②
、

⑨
・
⑬
、
⑬
-
⑮
の
六
判
決
が
重
要
な
先
例
で
あ
り
、
⑨
の
前
後
お
よ
び
⑬

の
前
後
に
よ
り
区
切
ら
れ
る
時
期
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ



表 I 不合理事由に関する判例(判決年月日順〉
事件名. (裁判所)，出典;裁判官

① Hichcock v. W. B. and F. E. B. and Others. (Q. B.)， (1952) 2 Q. B. 
わ 561; Goddard，日i1bery，Devlin. 
が② Inre Adption Act， 1950. In re“K" (An Infant). (C. A.)， (1953) 1 
国 Q. B. 117; Somervell， Jenkins， Hodson. 
13③ Watson v. Niko1aisen. (Q. B.)， (1955)2 Q. B. 286; Goddard， Hi1bery. 
~ Pearce. 
草④ L.v. M. and Another. (Q. B.)， (1955) The Times 19th， October; 
藤(Goddard?)， Ormerod， G1yn-Jones. 
組③ W.and Another v. D and Another. (Q. B.)， (1955) The Times 
に 20th，December; (Goddard?)， Hallett， Pearson. 
ア⑤ ReF. (an infant). (ch.)， (1957) 1 All E. R. 819; Harman. 
ど⑦ Inre D. An Infant. (C. A.)， (1958) 1 w. L. R. 197; Evershed， 
、 Paker，Sellers. 

③ In re Adoption Act， 1950. (C. A.). (1958) The Times 29th， Ju1y; 
Jenkins， Parker， Pearce. 

③ In re L. (an infarの.(C. A.)， (1962) The Times 19th， July; Denn-
ing， Donovan， Pearson. 
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こ
で
、
こ
の
一
二
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
六
判
決
を
中
心
に
検
討
す
る
。
な
お
、

代
表
六
判
決
を
略
称
で
表
わ
し
、
そ
の
他
は
番
号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

伺
第
一
期
の
判
例
ハ
殺
の
権
利
の
強
調
)

ω
代
表
判
例
ま
ず
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
事
件
(
①
〉
に
お
い
て
、

ハ
町
叫
)

高
等
法
院
が
、
嫡
出
子
の
父
の
同
意
免
除
を
否
定
し
た
。
ゴ
ッ
ダ
i
ド
裁

判
長
ハ
F
O吋
品
。
。
血
仏

mwac・
U

『
・
)
は
、
次
の
点
に
注
目
し
た
。

ω
父

ハ
川
乱
)

母
間
一
に
婚
姻
上
の
問
題
が
あ
る
。
同
母
が
意
図
的
に
父
子
の
接
触
を
妨

ハm叫
〉

害
し
た
。
同
他
の
制
度
と
異
な
り
養
子
収
養
の
効
果
は
絶
大
で
あ
り
、

他
の
判
制
度
と
同
じ
基
準
す
な
わ
ち
子
の
福
祉
を
基
準
に
し
て
は
な
ら
な

ハ
お
〉い

c

以
上
の
点
か
ら
、
同
裁
判
長
は
、
同
向
意
免
除
を
求
め
ら
れ
た
父

の
、
父
親
の
ま
ま
で
い
た
い
と
い
う
綴
い
は
、
正
直
な
も
の
で
あ
り
、
何

ま
じ
め
に
働
い
て
予
を
養
育
で
き
る
資
産
を
有
し
て
お
り
、
同
養
子

収
養
が
子
に
と
っ
て
は
良
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
同
意
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
父
が
述
べ
て
い
る
、
以
上
を
認
定
し
て
、
不
合
理
伎
は
存

(

刷

出

)

在
し
な
い
、
と
判
決
し
た
。
ま
た
、
デ
ブ
り
ン
裁
判
官

(
U
o
i山口

H
)

円
四
ω

)

は
、
回
一
九
二
六
年
法
と
の
比
較
か
ら
、
{
ー
も
は
や
子
の
福
祉
が
基
準
で

門

部

〉

は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
同
裁
判
官
は
、
親

が
、
同
子
を
持
っ
て
い
た
い
と
考
え
、
例
そ
の
適
性
を
有
し
、
何

子
を
扶
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
状
態
で
は
、
養
子
収
養
に
同
意

〔
釘
〉

し
な
い
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
推
定
を
受
け
る
、
と
述
べ
、
本
件

〈

叩

担

)

に
は
こ
の
推
定
を
破
る
事
由
が
な
い
、
と
判
決
し
た
。

こ
の
高
等
法
院
の
判
決
は
、

K
事
件
(
②
〉
で
、
控
訴
院
に
支
持
さ
れ

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

た。

K
事
件
で
同
意
免
除
を
求
め
ら
れ
た
の
は
嫡
出
子
の
母
で
あ
る
。
母

は
子
の
出
産
後
、
子
の
父
と
別
居
し
、
児
童
福
祉
甘
口
を
通
じ
て
子
を
里
一
線

に
稲
掛
け
た
。
別
の
男
性
と
同
棲
し
た
母
は
、
そ
の
男
性
と
の
結
婚
を
望

み
、
里
親
の
養
子
収
養
申
立
て
に
同
意
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
蕊
後
に
母

は
不
安
を
感
じ
、
ソ
リ
シ
タ
l
の
勧
め
に
従
い
、
同
意
を
撤
回
し
た
。
原

審
熊
裁
判
所
は
、

ω
同
意
免
除
を
求
め
ら
れ
た
者
が
子
を
監
護
し
て
い

た
か
、
例
同
意
の
拒
否
か
撤
回
か
、
と
い
う
二
つ
の
基
準
か
ら
、
母
の

同
意
を
免
除
し
た
。
控
訴
院
は
、
母
の
控
訴
を
認
め
て
免
除
を
否
定
し

た
。
判
決
を
下
し
た
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
裁
判
官

Q
m
H
H
Eロ国

Y
M・
〉
は
、

ま
ず
、
養
子
収
養
の
効
果
を
強
制
し
て
、
判
制
が
同
意
し
な
い
こ
と
は
き
わ

(ω
〉

め
て
正
当
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
、
と
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
、
同
裁

判
官
は
、
遺
棄
、
放
置
、
虐
待
と
い
っ
た
「
不
行
跡
や
義
務
不
履
行
に
至

ら
な
い
場
合
に
、
不
合
理
だ
と
判
決
さ
れ
て
よ
い
事
件
を
想
像
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
事
件
は
例
外
的
で
あ
る
」
と
述

(
幼
〉

ベ
た
。
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
裁
判
官
は
、
続
け
て
、
不
合
裂
性
認
定
の
問
題
を

全
体
的
に
カ
バ
ー
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
述
べ
て
、
不
合
理
に
は

な
り
得
な
い
基
準
を
探
る
否
定
的
方
法
官
。
悦
注
目
4

0

8
ロ
話
相
〉
を
提
唱

〈

必

〉

し
た
。
す
な
わ
ち
、
例
養
子
収
養
が
子
の
福
祉
に
適
す
る
こ
と
だ
け
で

は
、
親
の
不
同

p

怒
が
不
合
理
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
何
子
を
里
親
に
預

け
て
い
て
も
遺
棄
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
合
理
に
は
な
ら
な
い
。
制

予
を
位
一
〈
親
に
戻
す
こ
と
が
子
を
一
時
的
な
不
幸
に
す
る
こ
と
は
、
不
合

理
性
と
は
関
係
な
い
。
同
撤
回
は
不
合
理
性
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
以

上
を
瑳
出
と
し
て
、
控
訴
院
は
、
同
意
免
除
を
否
定
し
た
。

一
四
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ω
そ
の
他
の
判
例
不
合
理
性
を
認
め
た
判
決
が
四
つ
あ
る
。
ま

ず
、
④
で
あ
る
が
、
同
父
母
の
離
婚
に
伴
う
紋
子
養
子
の
事
案
で
あ
る

こ
と
、
例
向
意
免
除
を
求
め
ら
れ
た
父
は
、
母
に
対
す
る
悪
意
だ
け
の

た
め
に
、
同
意
そ
抱
一
合
し
た
こ
と
、
以
上
が
認
定
さ
れ
、
完
全
に
父
母
の

争
い
を
示
す
事
案
で
あ
る
。
⑤
で
は
、
子
を
演
か
っ
た
虫
親
に
向
性
の
子

が
生
ま
れ
た
た
め
に
、
子
の
母
も
、
ま
だ
あ
っ
せ
ん
し
た
協
会
も
、
別
の

養
殺
を
探
す
こ
と
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
母
は
子
の
福
祉
を
考
慮

し
て
同
意
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
同
意
を
免

除
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
第
二
期
以
後
の
基
準
に
よ
れ
ば
免
除
さ

れ
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
⑦
で
は
、
非
嫡
出
子
の
母
を
殺

し
た
た
め
に
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
た
父
の
伺
意
が
免
除
さ
れ
た
特
殊
な
事

案
で
あ
る
。
た
だ
、
原
審
県
裁
判
所
が
、
己
ッ
チ
コ
ヅ
グ
事
件
判
決
〈
①
〉

を
適
用
し
て
免
除
を
否
定
し
た
の
に
対
し
、
非
嫡
出
子
に
は
ヒ
ッ
チ
コ
ッ

(

H
引

)

グ
事
件
判
決
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
し
て
区
別
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
⑧
で
は
、
原
審
が
免
除
を
否
定
し
た
た
め
、
母
が
予
を
取
り
戻
し

た
が
、
子
が
母
を
嫌
っ
て
取
り
乱
し
官
官
冊
。
、
母
は
す
ぐ
翌
日
に
子
を

里
親
に
返
し
た
が
、
し
か
し
養
子
収
養
に
は
同
意
し
な
い
、
と
い
う
事
案

で
あ
る
。
控
訴
院
は
、
同
子
を
育
て
る
資
力
が
無
い
、

ω
子
を
父
に

対
す
る
人
質
と
考
え
て
い
る
、
同
子
を
取
り
戻
し
た
わ
ず
か
一
日
だ
け

で
す
ら
、
母
親
と
し
て
の
寅
仕
を
果
た
せ
な
か
っ
た
、
以
上
の
点
を
理
由

に
非
嫡
出
子
の
母
の
同
意
を
免
除
し
た
。

同
意
を
免
除
し
た
主
記
判
決
は
、
特
殊
で
あ
る
。
ま
ず
③
お
よ
び
③

は
、
父
の
母
に
対
す
る
悪
意
ゃ
、
母
が
子
を
父
に
対
す
る
人
質
と
考
え
て

一
四
四

い
た
こ
と
が
、
拒
否
も
し
く
は
撤
回
に
な
っ
て
表
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

父
母
間
の
争
い
の
道
具
と
し
て
子
を
奪
い
合
う
例
で
あ
る
。
次
に
⑤
は
、

子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
、
養
子
協
会
ま
で
が
反
対
し
た
養
子
収
養
を
、
親

の
背
中
思
を
排
除
し
て
ま
で
成
立
さ
せ
た
理
由
が
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
③

で
は
父
が
母
を
殺
し
て
い
た
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
時
期
に
同
意
を
免

除
し
た
判
例
は
特
殊
な
事
案
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
疑
問
の
あ
る
判
決

で
あ
り
、
後
の
判
例
が
こ
れ
ら
を
無
視
し
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。

代
表
二
判
決
(
①
・
②
)
以
外
に
、
不
合
理
性
を
夜
定
し
た
判
決
が
二

(
同
制
)

つ
あ
る
。
ま
ず
、
③
は
遺
棄
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
十
尋
問
楽
で
あ
り
、
不
合

現
性
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
事
件
〈
①
〉
判
決
と
向
じ
惑
が
述
べ

(

必

〉

ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
③
は
、
非
嫡
出
子
の
事
案
で
あ
っ
た

が
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
グ
事
件
判
決
を
適
用
し
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
前
期
⑦
と
対
立
す
る
。
残
る
⑥
で
は
、
嫡
出
子
の
父
母

の
同
意
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
一
ニ
人
目
の
子
を
生
ん
だ
母
が

震
度
の
神
経
衰
弱
に
な
り
、
間
後
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の

子
を
預
か
っ
て
い
た
毘
親
が
養
子
収
養
を
申
し
立
て
、
父
母
は
子
の
福
祉

の
た
め
に
条
件
を
つ
け
て
同
意
し
た
が
、
そ
の
後
母
が
驚
く
べ
き
回
復
を

間
見
せ
て
、
子
を
取
り
戻
し
た
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
事
案
で
あ

る
。
判
決
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
実
親
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
累
親
が
子
に

(
川
哨
)

教
え
続
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
子
の
心
理
状
態
が
初
め
て
基
準
に
さ

れ
、
し
か
も
、
同
意
免
除
を
否
定
す
る
側
で
評
価
さ
れ
た
珍
ら
し
い
判
決

で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
の
判
決
理
由
と
し
て
は
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク

-
K

ハ
持
〉

商
事
件
判
決
と
ほ
ぼ
同
国
日
の
事
が
述
べ
ら
れ
た
。
以
上
か
ら
、
こ
の
時
期



に
免
除
を
一
合
定
し
た
判
決
は
、
代
表
二
判
決
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が

明
瞭
で
あ
り
、
代
表
判
決
の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ
る
。

ω
位
置
づ
け
代
表
判
例
ハ
①
・
②
)
は
、
不
合
理
事
由
を
、
「
子

(
日
明
〉

の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
親
の
観
点
か
ら
解
釈
し
た
」
も
し
く
は
「
実
親

の
権
利
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
養
子
収
養
が
子
に
与
え
る
明
白

ハ
釘
)

な
利
益
に
対
す
る
考
慮
を
排
除
し
た
」
、
と
批
判
さ
れ
、
こ
の
点
で
児
童

に
関
す
る
協
A
L
ハ
わ
広

a
g誌
が

ω
o
a
2
5
に
失
望
と
警
告
を
与
え
た
、

ハM
叩
〉

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

K
事
件
(
②
)
で
は
、
判
決
に
従
い
、
笑
親

が
子
を
取
り
戻
し
た
が
、
③
と
同
様
に
、
一
得
び
子
を
里
親
に
返
し
た
と
伝

ハ
州
問
〉

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
、
判
決
の
妥
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
た
。
確

か
に
商
判
決
は
、
同
意
免
除
の
基
準
に
は
触
れ
ず
に
、
免
除
さ
れ
な
い
基

準
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
基
礎
に
は
親
の
権
利
が
奪
わ
れ
る

と
い
う
養
子
収
養
の
効
果
の
強
調
が
あ
り
、
従
っ
て
、
親
の
権
利
の
強
さ

を
示
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
全
体
を
見
て
も
、
「
判
例
か
ら
は
、
ま
れ
な

事
件
で
の
み
、
不
合
理
を
理
由
と
し
て
同
意
が
免
除
さ
れ
得
る
、
と
い
う

門
町
四
)

印
象
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
少
な
く
と

(
白
山
)

も
、
間
意
免
除
の
基
準
と
し
て
子
の
福
祉
に
は
注
目
し
て
い
な
い
、
と
言

え
る
。
も
し
、
子
の
福
祉
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
「
親
の
権
利
の
次
に

〈

m
M
V

重
要
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
第
二
期
の
判
例
〈
授
訴
践
の
混
乱
〉

∞
代
表
判
例

L
事
件
ハ
⑨
〉
は
、
子
の
福
祉
に
新
た
な
地
伎
を

与
え
た
。
詳
細
は
不
明
だ
が
事
案
は
次
の
透
り
。
同
窓
免
除
を
求
め
ら
れ

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
紘
に
つ
い
て

た
の
は
非
嫡
出
子
の
母
で
あ
り
、
母
は
子
の
父
と
は
別
の
男
性
と
婚
約
し

て
い
た
。
し
か
し
婚
約
者
が
子
の
引
取
り
を
拒
否
し
た
た
め
、
母
は
?
?
を

里
親
に
預
け
て
婚
約
者
の
い
る
外
国
へ
去
っ
た
。
や
が
て
皇
親
が
養
子
収

養
を
申
し
立
て
た
が
、
母
は
同
意
に
条
件
を
つ
け
た
り
、
撤
回
し
た
り
し

た
た
め
、
原
容
が
不
合
理
伎
を
認
定
し
た
。
持
訴
院
の
デ
ニ
ン
グ
裁
判
官

9
2
a
u
g回
目
白
間
宮

-
m・
〉
は
、
川
同
母
は
夫
対
子
の
残
酷
出
な
デ
ィ
レ

(臼〉

ン
マ
の
中
で
夫
を
選
択
し
た
、
同
子
は
毅
一
病
で
あ
る
た
め
良
相
掛
か
ら
離

れ
る
こ
と
は
精
神
的
・
肉
体
的
な
負
担
に
な
る
と
い
う
医
学
上
の
証
拠
が

あ
る
、
何
母
は
一
度
同
意
し
て
い
る
、
同
里
親
と
子
の
同
居
期
聞
が

長
い
、
以
上
を
認
定
し
た
。
さ
ら
に
同
裁
判
官
は
、
不
合
理
性
に
つ
い

て
、
制
審
理
の
時
点
を
基
準
に
す
る
、
向
子
の
福
祉
だ
け
を
考
慮
す

る
の
で
は
な
い
、
同
不
合
理
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
、
以
上
を

(
自
由
〉

確
認
し
た
う
え
で
以
下
の
事
を
述
べ
た
。

ω
合
理
的
な
婦
人
な
ら
ば
、

本
件
の
事
案
の
中
で
、
ど
う
行
動
す
る
か
が
、
基
準
で
あ
る
。
川
合
理

的
な
母
で
あ
れ
ば
予
に
と
っ
て
よ
り
良
い
事
を
重
視
す
る
。
例
従
っ
て

不
合
理
性
の
認
定
に
は
、
子
の
福
祉
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
以

上
の
点
か
ら
、
合
理
的
な
母
親
で
あ
れ
ば
養
子
収
養
に
同
点
閉
山
す
る
、
と
し

て
、
母
の
同
意
を
免
除
し
た
。
ま
た
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
裁
判
官
(
U
O
ロロ
C
4担
出

回、・

M
・
〉
は
、
実
母
の
心
理
的
動
揺
が
里
親
に
苦
痛
を
与
え
続
け
、
皇
親

が
神
経
衰
弱
に
な
っ
た
点
を
認
定
に
加
え
、
デ
ニ
ン
グ
裁
判
官
の
判
決
に

同
意
し
た
。

ハ
日
)

C
事
件
(
⑬
〉
判
決
は
、
こ
の

L
事
件
判
決
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。

ま
ず
ピ
ア
ソ
ン
裁
判
官

q
S
E
C
H
M
Y
H・
)
は
、

ω
医
学
的
証
拠

一
四
五



ハ
日
制
)

は
、
そ
の
証
拠
の
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
、
支
配
的
要
素
と
な
る
、

例
原
審
は
医
学
的
-
証
拠
だ
け
に
基
づ
い
て
お
り
、
誤
り
で
は
な
い
が
、

〈

m
む

証
拠
の
全
体
に
基
礎
'
所
長
一
く
方
が
安
全
で
あ
る
、
例
免
除
を
求
め
ら
れ

(
四
国
)

た
母
に
は
子
の
養
育
に
関
す
る
一
定
の
計
画
が
な
い
、
同
母
の
現
在
の

ハ
ω〉

困
難
は
自
ら
の
行
為
か
ら
生
じ
た
、
以
上
を
認
'
定
し
て
、
不
合
理
性
を
認

め
た
原
審
を
支
持
し
た
。
し
か
し
、
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
裁
判
官
(
目
立

2
w

v
-
M・
〉
は
、

L
事
件
判
決
へ
の
賛
意
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は

異
な
る
見
解
を
示
し
た
。
同
裁
判
官
は
免
除
規
定
を
分
析
し
て
、
同
意
不

能
以
外
の
事
由
は
、
予
の
福
祉
に
対
す
る
、
親
の
冷
淡
な
も
し
く
は
身
勝

手
な
無
関
心

(
P
S
M
H
0
2
2
gロ
ム
ロ
仏
三
宮
口
仲
間
口
住
民
o
s
n
n
o〉
を
表

わ
し
て
お
り
、
従
っ
て
不
合
理
性
の
認
定
に
も
こ
れ
を
基
準
と
し
て
適
用

ハ

ω)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
た
。
同
裁
判
官
は
、
本
件
の
母
が
「
す

べ
て
の
点
で
子
の
福
祉
に
対
す
る
身
勝
手
な
無
関
心
を
示
し
」
て
い
る
た

〈
町
田

V

め
に
、
同
意
が
免
除
さ
れ
る
、
と
判
決
し
た
。

ω
そ
の
他
の
判
例

L
事
件
判
決
の
適
用
を
一
合
定
し
た
判
例
が
一
一
一

件
あ
る
。
ま
ず
⑮
で
は
、
例
医
学
的
証
拠
は
子
の
危
険
を
具
体
的
に
指

(
師
同
)

摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
制
子
が
養
子
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
に

(
四
回
〉

も
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
、
以
上
の
点
か
ら
、
合
理
的
な
母
で
あ
れ

(

川

田

)

ば
こ
の
危
険
を
恒
隠
す
、
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
で
は
、

L
事
件
に
は

特
殊
な
要
素
が
あ
る
た
め
に
、

L
事
件
判
決
を
適
用
し
な
い
、
と
言
わ
れ

〈
邸
V

た
。
次
に
⑬
で
も
、
子
の
心
理
的
危
険
は
、
実
母
が
子
を
引
き
と
る
こ
と

を
妨
げ
る
ほ
ど
に
は
重
大
で
は
な
い
、
と
判
決
さ
れ
た
c

ま
た
、
不
合
理

一
四
六

伎
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
母
が
子
を
養
育
す
る
適
性
、
が
な
い
場
合
、
も
し

く
は
、
母
が
病
気
の
場
合
に
不
合
理
に
な
る
、
と
い
う
狭
い
基
準
で
判
断

し
た
。
事
案
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
こ
の
事
件
の
父
母
は
と
も
に
日
歳
で
あ

り
、
審
理
の
前
に
婚
約
し
て
い
た
点
に
、
免
除
否
定
の
大
き
な
理
由
が
あ

る
、
と
考
え
る
。
⑬
で
は
、
医
闘
の
-
証
言
も
所
見
も
無
く
、
子
の
訴
訟
代

理
人
兼
児
童
福
祉
官
が
、
子
の
情
緒
面
で
の
影
響
を
予
想
し
た
だ
け
で
あ

ハ出朋〉

っ
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
医
学
的
証
拠
が
無
く
と
も
、
子
の
心
理
上
の

(
同
町
)

危
険
を
子
の
福
祉
の
一
部
と
し
て
考
慮
す
る
権
限
が
あ
る
、
と
述
べ
て
、

非
嫡
出
子
の
母
の
同
意
を
免
除
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
審
は
、
一
一
般

〈
回
開
〉

的
証
一
自
に
過
ぎ
ず
特
定
性
が
な
い
と
し
て
、
ま
た
、
養
子
で
あ
る
こ
と
を

〈

ω〉

知
っ
た
時
の
シ
ョ
ッ
ク
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
、
一
福
祉
官
の
報
告
書
を
評

価
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
不
合
理
性
の
基
準
に
つ
い
て
も
L
事
件
判
決

ハ
河
〉

を
採
用
ぜ
ず
、

K
事
件
(
②
〉
お
よ
び

C
事
件
(
⑫
)
の
判
決
か
ら
、
帰

資
性
お
よ
び
身
勝
手
な
無
関
心
と
い
う
要
素
を
引
き
出
し
て
不
合
理
性
の

〈

礼

〉

基
準
と
し
、
第
一
審
は
子
の
福
祉
だ
け
を
考
慮
し
て
適
正
な
基
準
を
適
用

し
な
か
っ
た
、
?
と
判
決
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、

L
事
件
判
決
を
適
烈
し
た
の
は
、

C
事
件
を
除
き
、
二

件
で
あ
る
c

⑫
で
は
、

ω
免
徐
を
求
め
ら
れ
た
嫡
出
子
の
父
の
つ
い
た

う
そ
が
こ
の
事
件
全
体
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
、
判
子
の
一
方
は
9
歳
に

な
っ
て
お
り
、
父
に
対
す
る
強
い
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
、
以
上
に

(
刊
凶
〉

注
意
ず
べ
き
だ
が
、
高
等
法
院
は
医
師
の
証
言
を
大
き
く
扱
い
、
子
に
関

(

吟

〉

す
る
問
題
に
は
迅
速
性
を
要
す
る
、
と
述
べ
、
制
審
理
の
開
始
が
遅
れ



ハ
u
f

ハお〉

た
こ
と
、
例
そ
の
遅
延
が
子
の
心
理
に
確
吃
的
影
響
を
与
え
た
こ
と

円

筒

)

父
自
身
の
虚
が
不
卒
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
の
点
か
ら
不
合
理

性
を
認
定
し
、
父
の
悶
意
を
免
除
し
た
。
最
後
の
⑬
は
、

L
事
件
判
決
を

そ
の
ま
ま
適
用
し
、
こ
れ
と
異
な
る
基
準
を
作
り
出
し
た
⑬
お
よ
び
そ
の

基
礎
と
な
っ
た

C
事
件
の
デ
ィ
。
フ
ロ
ッ
ク
判
決
を
強
く
批
判
し
た
。
ま

ず
、
デ
i
ヴ
ィ
ス
裁
判
官
ハ
U
開
4
山
富
岡
、
・
し
『
・
)
は
、
川
開
不
合
理
事
由
は

〈
刊
川
〉

他
の
免
除
事
・
回
と
は
異
質
で
あ
る
、
何
不
合
理
性
を
別
の
一
言
葉
に
置
き

(
刊
同
〉

替
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
例

K
事
件
判
決
か
ら
は
不
行
跡
・
帰
受

(
m
m
)
 

性
昌
一
?
の
ど
の
要
素
も
不
安
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
、
と
述
べ

た
。
ウ
ィ
ン
裁
判
官
ハ
巧
U
P
F
-
M
-
U
も
、
不
合
理
性
に
は
、
殺
の
不

行
跡
i

非
難
を
受
け
る
振
舞
い
お
よ
び
欠
点
は
、
何
の
関
係
も
な
い
、
と

門
初
〉

述
べ
て
⑬
を
批
判
し
た
。
こ
の
事
件
の
原
審
は
、
冷
淡
な
も
し
く
は
身
勝

手
な
無
関
心
を
基
準
に
し
て
い
た
た
め
、
控
訴
院
が
こ
れ
を
破
棄
し
た
。

ω
整
理
こ
の
時
期
は
、
言
わ
ば
控
訴
院
の
混
乱
期
で
あ
る
。
判

決
の
言
い
渡
し
期
日
に
従
い
整
理
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
L

事
件
判
決
は
次
の
点
を
内
容
と
し
た
。

ω
子
の
福
祉
に
対
す
る
親
の
態

度
と
い
う
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
の
福
祉
に
重
要
な
評
価
を

与
え
た
。
似
子
の
福
祉
に
つ
い
て
医
学
上
の
証
拠
を
採
用
し
、
重
視
し

た
。
同
実
親
の
動
揺
が
思
親
に
与
え
る
苦
痛
を
評
備
し
た
。
以
上
の
点

に
対
し
て
、
⑬
は
医
学
的
証
拠
に
つ
い
て
、
具
体
性
な
い
し
は
特
定
性
の

点
か
ら
制
限
を
加
え
、
か
っ
、

L
事
件
を
特
殊
な
事
件
と
位
置
づ
け
た
。

次
の

C
事
件
で
は
、
一
持
び

L
事
件
判
決
が
支
持
さ
れ
、
医
学
的
証
拠
に
つ

い
て
強
い
力
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
デ
ィ
ブ
ロ
ッ
グ
裁
判
官
口

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

が、

L
事
件
と
は
開
封
な
る
基
準
に
よ
っ
て
判
決
し
た
。
⑫
は
高
等
法
践
が

第
一
審
に
な
っ
た
判
決
で
あ
り
、
ま
た
、
事
案
に
特
殊
性
が
あ
る
が
、
と

も
か
く
医
学
的
証
拠
を
重
視
し
た
。
逆
に
⑬
は
、
医
学
的
証
拠
を
重
視
せ

ず
、
⑬
の
第
一
審
で
は
医
学
的
証
拠
な
し
で
一
般
論
と
し
て
塁
親
か
ら
笑

毅
へ
の
子
の
移
動
を
危
険
だ
と
認
め
た
が
、
控
訴
審
は
こ
れ
を
絞
棄
し

〈

創

〉

た
。
こ
の
⑬
で
は
、

L
事
件
判
決
は
「
狭
い
解
釈
」
と
評
さ
れ
、
も
し
く

は
、
事
案
含
区
別
さ
れ
、

K
事
件
お
よ
び
C
事
件
か
ら
引
き
出
し
た
基
準

が
適
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
⑬
は
、
再
び

L
事
件
判
決
に
戻
り
、
医

学
的
-
証
拠
を
重
視
し
て
、
阿
川
賞
性
等
の
加
の
基
準
を
徹
底
的
に
排
除
し

た
医
学
的
証
拠
採
用
の
是
非
に
関
す
る
対
立
は
、

C
事
件
の
ピ
ア
ソ
ン
裁

判
官
に
よ
り
、
予
言
さ
れ
て
い
る
。
同
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
裁
判
所
の
手
か
ら
離
れ
て
、
専
門
医
師
の
手
に
判
決
が
委
ね
ら
れ
る
危

険
が
あ
る
。
十
専
門
医
師
削
が
こ
の
間
題
を
解
決
す
る
裁
判
所
に
な
る
こ
と
で

(
m
u
 

あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
。
同
裁
判
官
の
危
侠
は
、

〈
的
出
〉

医
師
の
所
見
が
「
切
り
札
」
と
な
り
、
医
師
が
危
険
だ
と
よ
言
え
ば
常
に
同

意
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、

医
師
の
所
見
か
ら
は
危
険
を
明
確
に
特
定
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
証

拠
と
し
て
の
評
価
な
低
め
る
こ
と
が
一
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
医
学

上
の
証
拠
に
関
す
る
問
題
お
よ
び
も
う
一
つ
の
対
立
点
で
あ
る
不
合
理
性

認
定
の
基
準
に
関
す
る
問
題
は
、
第
三
期
の
オ
コ
ー
ナ
ー
事
件
(
⑮
)
お

よ
び

W
事
件
(
⑬
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
第
三
期
の
判
例
っ
す
の
福
祉
の
重
視
)

一
四
七



'
門
U
出

〉

ω
代
表
判
例

W
事
件
〈
⑬
〉
に
お
い
て
、
初
め
て
、
貴
族
院
が

不
合
理
性
認
定
に
関
す
る
見
解
を
示
し
た
。
判
決
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た

る
が
、
従
来
か
ら
下
級
審
で
述
べ
ら
れ
た
点
を
整
理
し
た
観
が
強
い
。
貴

族
院
は
、
ま
ず
、
子
の
福
祉
に
つ
い
て
第
一
期
の
判
例
を
確
認
し
、
監
護

・
後
見
事
件
と
異
な
り
、
予
の
福
祉
だ
け
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
い
、

(
町
山
〉

と
述
べ
た
。
特
に
、
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
裁
判
官

9
0
E
出
回
目

E
E
S
O同

g-

Z
胆
品
目
白
げ

O
S
F
・
。
・
)
に
よ
れ
ば
、
子
の
福
祉
は
裁
判
所
の
確
認
す
ベ

ハ
世
間
)

き
二
番
目
の
考
慮
事
項
に
週
き
な
い
。
次
に
、
同
意
免
除
の
基
準
に
つ
い

門

前

〉

〈

国

間

〉

て
、
原
審
で
あ
る
⑬
を
否
定
し
、
⑮
を
支
持
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

従
っ
て
、
帰
責
性
等
の
要
素
は
、
不
合
理
性
の
基
準
か
ら
は
完
全
に
排
除

さ
れ
た
。
特
に

L
事
件
が
高
く
評
価
さ
れ
、
も
は
や
権
威
的
公
己
何
回
O
同
ザ

ハ
mv

S
H山

4
0〉
に
な
っ
た
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
第
一
審
は
、
医
学

的
証
拠
無
し
で
、
一
般
論
と
し
て
子
の
危
険
を
認
定
し
た
。
島
氏
族
院
は
第

ハ

同

町

)

(

削

出

)

一
審
の
こ
の
認
定
を
是
認
も
し
く
は
黙
認
し
た
。
ま
た
、
こ
の
↑
審
判
決

は
、
控
訴
審
か
ら
は
、
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
の
み
判
断
し
た
、
と
評
さ

れ
た
。
貴
族
院
も
、
第
一
審
が
「
福
祉
の
観
点
か
ら
主
に
事
実
を
分
析
し

〈

m出
〉

た
」
こ
と
を
、
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
貴
族
院
は
、
第
一
審
の
判
決
文

が
存
在
せ
ず
、
弁
護
士
(
。
。
ロ

HMgH〉
の
李
記
し
た
文
章
が
残
さ
れ
た
だ
け

で
あ
り
、
判
決
の
全
体
は
不
明
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
控
訴

〈

勾

〉

審
の
批
判
は
妥
当
し
な
い
、
と
断
定
し
た
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
第
一
審

は
適
正
な
素
材
を
有
し
、
ま
た
、
法
適
用
の
誤
り
も
な
く
、
控
訴
審
に
は

こ
れ
に
干
渉
す
る
権
利
が
無
か
っ
た
、
と
し
て
、
⑬
を
破
棄
し
、
第
一
審

一
四
八

判
決
を
復
活
さ
せ
た
。

〈
川
田
〉

次
の
オ
コ
ー
ナ
ー
事
件
(
⑮
)
も
貴
族
院
判
決
で
あ
る
。
貴
族
院
は
、

ま
ず
、

W
事
件
判
決
を
確
認
し
た
。
中
で
も
、
ラ
イ
ド
裁
判
官
〈
F
o
a

m
a
a〉
は
、
医
学
的
証
拠
の
扱
い
に
つ
い
て
、
「
ま
れ
な
事
件
で
は
医
学

上
の
証
拠
が
役
に
立
っ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
普
通
の
事
件

で
は
、
裁
判
官
が
子
の
危
険
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
、

も
は
や
特
定
の
証
拠
無
し
で
、
子
を
里
親
か
ら
引
き
離
す
こ
と
の
危
険
性

〈
町
田
〉

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
危
険
は
時
の
経
過
と
と

(

M
四
〉

も
に
増
大
す
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
た
。
子
の
福
祉
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ド

ハ幻〉

裁
判
官
は
、
次
の
見
解
を
示
し
た
。

ω
合
理
的
な
人
間
で
あ
れ
ば
、
子
、

実
親
お
よ
び
皇
親
の
利
益
を
考
慮
す
る
。
例
そ
の
中
で
子
の
利
益
が
第

一
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
高
に
な
り
得
る
。
叫
し
か
し
、
実
親

の
要
求
を
無
視
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
皇
親
も
無
視
で
き
な
い
。
以
上
で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
同
意
免
除
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
非
嫡
出
子
の
母
で

あ
っ
た
が
、
第
一
審
の
審
理
関
始
後
、
父
が
離
婚
し
て
父
母
は
婚
姻
し
た

た
め
、
子
が
準
正
さ
れ
、
結
局
、
嫡
出
子
の
父
母
の
同
意
免
除
が
求
め
ら

れ
た
。
第
一
審
で
は
、

L
事
件
判
決
を
適
用
し
た
が
、
そ
の
際
、
合
理
性

に
代
え
て
「
無
責
任

Q
R
2
3
5
5
M
Oど
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
父

〈
抽
出
》

母
の
伺
意
を
免
除
し
た
。
貴
族
院
は
こ
の
言
替
え
を
不
聞
に
し
て
、
上
記

の
点
か
ら
、
第
一
審
を
支
持
し
た
。

同
そ
の
他
の
判
例
代
表
判
例
を
含
め
て
、
第
三
期
の
判
例
は
、

ハ
鈎
〉

既
に
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
未
紹
介
の
判
例
一
件
〈
⑫
)



を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
同
で
全
体
の
問
題
点
を
整
理
す
る
。

⑫
の
事
案
は
次
の
通
行
ノ
。
非
嫡
出
子
の
母
が
、
生
後
八
日
目
の
子
を
畏

殺
に
預
け
た
。
子
が
母
と
里
親
の
問
を
何
度
か
往
復
し
た
後
に
、
用
品
殺
が

養
子
縁
組
を
申
し
立
て
た
。
母
は
一
ι

度
同
意
し
た
が
二
か
月
後
に
撤
回
し

た
。
原
審
は
、
尚
子
を
移
す
こ
と
は
子
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
、
同

母
に
は
子
を
養
育
で
き
る
資
力
が
な
い
、
同
母
は
子
に
愛
情
を
持
っ

て
い
な
い
、
等
を
認
定
し
て
母
の
同
窓
を
免
除
し
た
っ
原
審
判
決
後
、
母

は
あ
る
男
性
と
婚
約
し
、
婚
約
し
た
事
実
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
、

と
主
張
し
て
控
訴
し
た
。
控
訴
院
は
、

L
事
件
判
決
合
引
用
し
て
、
不
合

理
性
の
認
定
は
審
理
時
に
判
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
審
理
の
時
と
は

(

別

〉

終
局
的
に
事
件
が
決
定
さ
れ
る
時
で
あ
る
、
と
解
し
た
。
し
か
し
、
母
の

婚
約
に
つ
い
て
は
、
裁
判
を
有
利
に
す
る
た
め
の
仮
装
婚
約
で
あ
る
疑
い

〈

m〉

が
強
い
、
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ず
、
原
審
を
支
持
し
た
。

同
問
題
点
の
整
際
一
川
医
学
上
の
証
拠
オ
コ

1
ナ
事
件
判
決

に
よ
っ
て
、
子
を
虫
蛸
掛
か
ら
引
き
離
す
こ
と
の
危
険
性
を
、
一
般
論
と
し

て
考
慮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
事
件
ご
と
に
専
門
医
師
を
召
喚
し
て

所
見
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
必
要
は
、
も
は
や
無
く
な
っ
た
。
子
の
心

理
的
危
険
が
、
門
的
に
、
予
の
福
祉
の
一
部
と
し
て
、
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
子
の
心
理
一
闘
を
基
準
の
一
つ
と
し
て
同
意
を
免
除
し

た
判
決
に
は
、
代
表
判
例
の
外
に
、
⑫
・
@
・
⑫
・
@
が
あ
り
、
残
る
四

件
の
う
ち
、
⑬
・
⑬
は
⑬
に
よ
り
否
定
も
し
く
は
制
限
さ
れ
、
@
・
⑫
は

詳
細
が
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
期
の
判
例
は
ほ
ぼ
子
の
心
理
一
加
を

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

評
価
し
て
、
同
認
を
免
除
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
子
の
福
祉
の
概
念
が

拡
大
し
た
、
と
言
え
る
。

凶
同
意
免
除
の
基
準

W
事
件
判
決
に
よ
り
、
裁
の
不
行
跡
、
帰
責

注
等
は
、
不
合
理
性
認
定
の
基
準
で
は
な
く
な
っ
た
。
支
た
、
ォ
ョ

i
ナ

i
事
件
で
コ
ラ
イ
ド
裁
判
官
が
、
実
親
の
希
望
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い

と
一
言
い
な
ペ
4

ら
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
子
の
福
祉
が
最
高
の
考
慮
事
項
に

な
る
、
と
述
べ
た

G

つ
ま
り
、
突
親
側
の
事
情
へ
の
比
重
が
減
り
、
逆
に

子
の
福
祉
は
、
さ
ら
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

W
事
件
判
決
が
回

復
さ
せ
た
第
一
審
判
決
は
、
ほ
と
ん
ど
子
の
福
祉
に
関
す
る
分
析
に
終
始

し
て
い
た
。
代
表
判
例
以
外
の
第
一
一
一
期
の
判
決
に
お
け
る
免
除
の
基
準

は
、
第
一
に
予
の
心
理
一
回
で
あ
り
、
第
一
一
に
子
に
対
す
る
突
親
の
愛
情
で

あ
り
、
第
一
一
一
に
突
殺
が
子
を
養
育
で
き
る
可
能
性
す
な
わ
ち
資
力
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
子
の
福
祉
に
含
ま
れ
得
る
。
予
の
福
祉
が
あ
く
ま

で
も
親
の
立
場
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
J

求
判
所
が
自
己
の
見
解

ハ
附
叫
)

を
震
き
替
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
点
で
の
み
、
殺
の
優
越
性
が
保
た

(
相
川
)

れ
る
。
従
っ
て
、
各
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ
の
親
の
立
場
か
ら
の
、
相
相
対
的
な

子
の
潟
祉
が
、
免
除
の
控
訴
準
で
あ
る
。

制
継
子
養
子
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
同
非
嫡
出
子
の
母
が
子

の
父
で
は
な
い
者
と
婚
姻
し
、
子
を
養
子
に
す
る
場
合
。
例
嫡
出
子
の

父
母
が
離
婚
し
、
母
の
再
婚
後
、
子
を
養
子
に
す
る
場
合
。
そ
れ
ぞ
れ
父

と
母
が
入
れ
替
わ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
の
中
で
、
同
意
免
除
の
問
題

に
登
場
す
る
の
は
何
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
第
一
一
一
刻
に
は
一
二
件
の
判
例
が

あ
る
。
ま
ず
⑬
で
は
、
高
等
法
院
が
、
父
母
離
婚
後
す
ぐ
に
行
わ
れ
る
継

一
四
九



子
養
子
の
申
立
て
に
対
し
て
は
同
意
免
除
の
裁
量
権
行
使
は
控
え
な
け
れ

(

別

〉

ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
グ
事
件
判
決
を
適
用
し
、
親
の

ま
ま
で
い
た
い
と
い
う
父
の
願
い
は
正
直
な
も
の
で
あ
る
、
と
認
定
し

ハ
防
〉

て
、
同
意
免
除
を
拒
否
し
た
。
次
の
⑬
で
は
父
が
同
性
愛
者
で
あ
り
、
そ

れ
が
離
婚
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
第
一
審
は
、
父
の
同
性
愛

が
子
に
影
響
す
る
危
険
を
重
視
し
て
、
父
の
同
意
を
免
除
し
た
が
、
控
訴

ハ
前
〉

審
は
、
⑬
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
、
同
性
愛
が
子
に
与
え
る
危
険
は
父
の

(
W〉

権
利
を
奪
う
程
度
に
は
大
き
く
な
い
と
認
定
し
て
、
同
意
免
除
を
否
定
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
上
告
審
で
あ
る
⑮
は
、
⑬
を
制
限
な
い
し
区

(m〉

別
し
、
⑬
を
一
台
定
し
た
。
こ
の
上
告
審
で
も
、
父
の
同
性
愛
と
子
の
福
祉

の
関
係
が
主
な
争
点
で
あ
り
、
貴
族
院
判
決
と
し
て
の
影
響
力
は
大
き
く

な
い
、
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
継
子
養
子
の
事
案
で
は
、
ま
だ
先
例
は
存

在
し
な
い
、
と
言
え
る
。
ま
た
、
前
に
見
た
遜
り
、
継
子
養
子
は
、
監
護

権
手
続
お
よ
び
監
護
者
権
手
続
へ
の
移
行
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ

同
意
免
除
の
問
題
に
は
登
場
し
な
く
な
る
、
と
考
え
る
。

ハ
W
〉

側
一
九
七
五
年
児
童
法
第
三
条
こ
の
規
定
は
、
オ
コ
ー
ナ
ー
事
件

(

川

〉

の
ラ
イ
ド
裁
判
官
の
判
決
に
影
響
を
受
け
た
、
と
一
一
日
わ
れ
て
い
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
正
に
不
合
理
性
認
定
の
問
題
の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
第
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
判
例
上
の
争
い
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
⑫
で
高
等
訟
院
の
カ
ミ
ン
グ
・
ブ
ル
ー
ス
裁
判
官
色
ロ

B
S
E
m
i

ハ

川

〉

〈

川

川

)

切

2
8
M・
〉
が
、
第
三
条
は
印
刷
旧
法
を
変
更
し
、
何
不
合
理
性

ハ

川

〉

の
認
定
に
適
用
さ
れ
る
、
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
②
で
は
控
訴
院
の

一
五

O

ス
タ
ン
プ
裁
判
官

3
S
S
M
M
T
』
・
)
お
よ
び
ベ
ニ
キ
ュ
イ
ッ
グ
裁
判
官

ハ
川
川
〉

訪問円

MOEMMVOHH防
司
ロ
ロ
片
付
〉
が
、
同
・
刷
の
両
者
を
否
定
し
、
オ
ー
ム

ハ
山
〉

ロ
ッ
ド
裁
判
官
〈
。
円

5
2
a
y
同
・
)
が
、
同
だ
け
を
否
定
し
た
。
⑬
で

は
、
貴
族
院
が
、
傍
論
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
な
が
ら
、
従
来
の
判
例
以

ハ
山
川
〉

上
の
事
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
述
べ
た
り
、
第
三
条
が
旧
法
を
変
更

し
た
な
ら
ば
、
子
の
利
益
の
重
要
性
を
増
加
さ
せ
、
親
の
不
問
意
を
さ
ら

〈

川

)

に
困
難
に
さ
せ
る
、
と
述
べ
た
り
し
た
が
、
明
確
な
見
解
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。
従
っ
て
、
@
の
多
数
意
見
が
、
現
在
の
判
例
で
あ
り
、
第
三
条
は

不
合
理
性
の
問
題
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
第
三
条
を
契
機
と
し

て
、
子
の
福
祉
は
さ
ら
に
重
視
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
@

で
、
オ
ー
ム
ロ
ッ
ド
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
、
ま
た
、
予
想
し

て
い
る
。
同

L
事
件
に
よ
っ
て
判
例
は
明
ら
か
に
変
化
し
た
。
川
門

W
事
件
に
よ
り
判
例
は
再
び
大
き
く
変
化
し
た
。
例
第
三
条
が
適
用
さ

れ
な
く
と
も
、
一
九
七
五
年
法
の
影
響
で
、
ま
た
、
判
例
は
変
化
す
る
だ

ろ
う
。
同
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
こ
の
変
化
は
子
の
福
祉
へ
の
傾
斜
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
、
同
意
後
撤
回
す
る
ま
で
の
期
間
お
よ
び
里
親
皇
子
の

同
居
期
間
が
、
院
に
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
同
意
の
撤
回
は
非
常
に
困
難
と

な
る
。

(
山
川
〉

第
一
刻
の
判
例
で
は
、
撤
回
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
判
例
は
大

き
く
変
わ
っ
た
、
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

同

小

括

こ
れ
ま
で
触
れ
得
な
か
っ
た
点
を
含
め
て
、
事
案
を
中
心
に
、
若
干
の

分
析
を
試
み
る
。
分
析
の
基
準
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
例
同
意
免
除



可
否
の
一
般
的
傾
向
。
例
非
嫡
出
父
子
関
係
に
お
け
る
傾
向
。
同
同

意
拒
否
と
撤
回
と
の
差
異
。
同
継
子
養
子
に
お
け
る
傾
向
。
同
医
学

上
の
証
拠
の
採
用
。
問
時
間
経
過
に
対
す
る
評
価
。
以
上
の
点
を
各
判

決
ご
と
に
整
理
し
た
の
が
表
E
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
判
句
か
各
事

件
の
す
べ
て
の
事
実
か
ら
不
合
理
性
の
有
無
を
認
定
す
べ
き
だ
と
い
う
態

度
を
一
貫
し
て
取
り
続
け
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
既
に
半
世
紀
を
越
え

た
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
の
歴
史
の
中
か
ら
わ
ず
か
二
十
数
件
の
、
し
か
も
上

訴
の
許
さ
れ
た
判
例
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
何
か
の
傾
向
が
引
き
出
せ
た
と
し
て
も
、
統
計
的
に

は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
本
節
の
意
図
は
、
親
の
意
思
に
反
し
て
断

絶
養
子
が
成
立
す
る
例
外
的
事
件
の
中
に
、
い
か
な
る
基
準
が
存
在
し
得

る
の
か
を
、
探
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
同
免
除
の
可
否
に
つ
い
て
。
第

一
期
八
件
中
四
件
ハ
印
%
〉
、
第
二
期
六
件
中
四
件
ハ
町

w
d、
第
三
期
九

件
中
七
件
〈

mmM〉
で
、
同
意
が
免
除
さ
れ
た
。
上
訴
審
で
免
除
が
認
め
ら

れ
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
似
非
嫡
出
父
子
関
係
に
つ

い
て
。
こ
の
事
案
は
一
件
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
父
の
同
意
が
免
除
さ
れ
た

が
、
そ
の
父
は
、
母
を
殺
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
判
例
の
傾
向
は
不
明
で

あ
る
。
一
九
五
八
年
法
以
来
、
扶
養
義
務
者
の
同
意
が
不
要
と
な
り
、
非

嫡
出
子
の
父
は
こ
の
問
題
に
登
場
し
に
く
く
な
っ
た
た
め
、
と
考
え
る
。

同
拒
否
と
撤
回
の
差
異
に
つ
い
て
。
二
三
件
中
、
撤
回
が
一
七
件

(
H

w
m
〉
、
拒
否
が
六
件
(
路
w
m
〉
で
あ
る
。
撤
回
一
七
件
中
、
同
意
免
除
は

一
一
件
(
臼
%
)
で
あ
り
、
拒
否
は
六
件
中
一
一
一
件
(
印
w
b〉
で
免
除
さ
れ

た
。
撤
回
の
ほ
う
が
免
除
さ
れ
る
率
は
高
い
。
撤
回
の
事
案
で
同
意
が
免

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

除
さ
れ
る
理
由
は
、
拒
否
の
場
合
と
異
な
り
、
撤
回
す
る
ま
で
に
相
当
に

時
間
が
経
過
し
て
塁
親
・
里
子
に
密
接
な
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
同

意
と
撤
回
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
塁
線
に
与
え
る
心
理
的
苦
痛
を
評

価
す
る
契
機
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
帰
資
性
等
の
自
業
自
得
的
判
断
を
受

け
や
す
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
撤
回
の
場
合
を
時
期
別
に
見
れ
ば
、
第
一

期
五
件
中
二
件
ハ
必
%
)
、
第
二
期
六
件
中
三
件
門
別
%
)
、
第
一
二
期
六
件

中
六
件
〈
m
w
φ

で
、
同
意
が
免
除
さ
れ
た
o
W
事
件
以
後
、
撤
回
が
す

べ
て
同
意
免
除
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
@
判
決
は
こ
れ
を
背
景
と
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
拒
否
は
、
第
一
期
三
件
中
二
件
が
免
除
さ
れ
、

第
二
期
に
は
事
案
が
な
く
、
第
三
期
一
一
一
件
中
一
件
で
免
徐
さ
れ
た
。
同
意

拒
否
は
す
べ
て
父
で
あ
る
。
逆
に
父
が
撤
回
し
た
の
は
一
件
だ
け
で
あ

り
、
し
か
も
こ
の
一
件
は
、
父
の
う
そ
に
始
ま
る
変
わ
っ
た
事
件
で
あ

る
。
ま
た
、
非
嫡
出
子
の
父
は
こ
の
間
題
に
登
場
し
に
く
い
た
め
、
同
意

を
拒
否
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
嫡
出
子
の
父
で
あ
る
。
同
継
子
養
子
に
つ

い
て
。
こ
の
事
案
は
四
件
あ
り
、
す
べ
て
母
夫
婦
が
申
立
人
で
あ
る
。
父

母
離
婚
後
、
母
が
再
婚
し
て
、
新
た
な
夫
と
と
も
に
自
己
の
嫡
出
子
を
養

子
に
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
父
は
同
意
を
拒
否
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
継
子
養
子
は
、
不
合
理
性
認
定
の
問
題
で
は
、
母
が
申

し
立
て
た
養
子
収
養
に
よ
っ
て
嫡
出
父
子
関
係
を
、
父
の
拒
否
に
反
し
て

切
断
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
判
例
に
は
一
定
の
傾
向
は
な
い
。
ま
た
、
拒
否
の
事
案

六
件
中
四
件
は
継
子
養
子
で
あ
る
。
従
っ
て
、
継
子
養
子
を
除
け
ば
、
不

合
理
性
の
問
題
は
ほ
ぼ
撤
回
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
前
節
で
述

一
五
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べ
た
よ
う
に
継
子
養
子
は
将
来
こ
の
問
題
に
愛
場
し
な
く
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
、
ま
た
、
前
に
阿
見
た
よ
う
に
最
近
の
判
例
は
撤
回
を
総
て
不
合
理

性
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
不
合
理
性
の
問
題
で
は
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
免
除
が
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
同
医
学
的
証
拠
に
つ
い

て
。
第
一
期
に
は
医
学
的
日
夜
拠
は
登
場
し
な
い
。
特
に
第
一
期
の
前
半
で

は
、
養
子
収
養
に
付
随
す
る
人
間
の
心
理
的
側
面
へ
の
配
慮
は
完
全
に
欠

落
し
て
い
た
。
第
二
期
で
は
、
子
の
福
祉
の
姿
棄
と
し
て
、
塁
線
か
ら
子

を
引
き
離
す
こ
と
の
心
理
的
危
険
を
証
明
す
る
医
師
の
証
言
も
し
く
は
報

告
書
が
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
第
三
期
に
な
る
と
、
一

方
で
、
証
拠
に
特
定
住
が
な
い
と
い
う
医
学
上
の
問
題
に
よ
っ
て
、
ま
た

他
方
で
、
不
合
理
性
認
定
問
題
が
医
師
削
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
へ
の

裁
判
所
の
危
俣
に
よ
っ
て
、
医
学
的
一
証
拠
は
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
代

わ
り
に
、
子
を
実
親
に
一
戻
一
す
こ
と
は
子
の
心
理
に
と
っ
て
危
険
が
あ
る
、

と
い
う
一
般
論
が
公
認
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
子
を
突
親
に
炭
す
こ
と
は
子

の
福
祉
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
各
時
期
と
も
、
簡
略
に
し
か
公
表

さ
れ
な
い
事
件
が
少
な
く
な
い
点
に
浅
意
ず
る
必
要
が
あ
り
、
右
の
傾
向

は
、
表
E
に
示
さ
れ
た
ほ
ど
に
は
単
純
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
同
時

間
経
過
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
。
蜘
純
子
養
子
の
事
案
で
は
、
申
立
人
と

子
と
の
同
居
期
間
が
長
い
。
こ
の
場
合
、
申
立
人
は
母
で
あ
り
、
出
産
後

常
に
子
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
父
ば
法
的
父
子

関
係
の
切
断
を
抱
官
官
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
子
の
引
渡
し
を
求
め
て
い
な

い
。
従
っ
て
、
継
子
養
子
で
は
同
居
期
間
が
判
決
に
影
響
す
る
度
合
は
低

い
、
と
考
え
る
。
し
か
し
、
継
子
養
子
を
除
け
ば
、
何
の
傾
向
も
見
い
だ

一
五
四

せ
な
い
。
事
案
に
明
瞭
な
変
化
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

L
事
件
以
後

の
判
例
で
時
の
経
過
が
注
目
さ
れ
、
特
に
@
で
は
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
同
意
免
除
の
理
由
を
親
の
側
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
時
間
経
過
と

い
う
互
に
客
観
的
基
準
に
よ
る
と
い
う
裁
判
所
の
態
度
の
変
わ
れ
で
あ

ス
v
o以

上
の
点
か
ら
、
継
子
養
子
を
除
き
、
裁
判
所
は
同
意
免
除
の
契
機
を

探
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
撤
回
し
た
点
を
4

同
一
視
し
、
子
の
心
理
を
強
調

し
、
さ
ら
に
時
の
経
過
に
注
目
す
る
最
近
の
判
例
に
は
、
殺
の
権
利
か
ら

子
の
福
祉
へ
の
推
移
が
、
こ
の
例
外
的
問
題
の
中
に
も
、
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
。
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節

お
わ
り
に

一
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
か
ら
の
示
唆
前
節
ま
で
に
次
の
こ
と
を
確

認
し
た
。
糾
養
子
収
養
を
除
く
児
童
保
護
制
度
で
は
、
予
の
福
祉
が
最

高
の
考
慮
事
項
で
あ
り
、
相
酬
の
意
思
的
関
与
は
容
易
に
排
除
さ
れ
る
。
削
別

養
子
収
養
は
信
一
〈
親
子
関
係
を
永
久
に
切
断
す
る
た
め
、
他
の
制
度
よ
り

も
親
の

2

意
思
が
重
視
さ
れ
る
。

ω
養
子
収
養
に
対
す
る
規t
の
意
思
的
関

与
は
養
子
収
養
の
効
楽
に
対
ず
る
同
意
で
あ
る
。

ω
養
子
収
養
の
成
立

に
要
す
る
間
意
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
、
縮
小
さ
れ
て
い
る
。
同
こ

の
同
意
は
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
伯
尚
・
意
免
除
の
基
準
は
、
親
の

具
体
的
有
資
行
為
に
関
す
る
事
由
で
は
、
厳
格
で
あ
る
。
防
親
の
帰
資

性
と
は
無
関
係
の
事
由
、
特
に
抽
象
的
免
除
事
由
す
な
わ
ち
不
合
理
事
由

で
は
、
比
較
的
緩
い
解
釈
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
同
意
免
除
基
準

は
、
子
の
福
祉
に
対
す
る
親
の
態
度
で
あ
る
。

ω
抽
象
的
免
除
事
由
で

は
、
免
除
の
基
準
は
予
の
福
祉
に
傾
斜
し
て
い
る
。

以
上
の
確
認
か
ら
、
次
の
示
唆
を
得
る
。

ω
親
の
意
思
と
子
の
福
祉

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
調
和
し
な
い
。
同
比
較
的
効
果
の
弱
い
制
度
で
は
、
予

の
福
祉
が
親
の
意
思
を
排
除
す
る
。
同
強
い
効
果
を
持
つ
制
度
に
お
い

て
、
も
し
親
の
意
思
を
排
除
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
予
の
福
祉

以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

ω
従
っ
て
、
裁
の
意
思
的
関
与
は
、
親
自
身

に
帰
属
す
る
効
果
お
よ
び
子
の
福
祉
に
基
礎
が
眠
低
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

'u 
こ
わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
の
性
質
に
関
す
る
従
来
の
見
解
わ
が

国
に
お
い
て
、
未
成
熟
子
の
養
子
縁
組
に
対
す
る
親
の
意
思
的
関
与
は
、

い
わ
ゆ
る
代
諾
ハ
民
法
七
九
七
条
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
代
諾
の
性
質
に
関

す
る
従
来
の
見
解
を
整
恕
し
た
い
。

ハ
1
〉

〈

2
〉

ω
判
例
悶
法
下
の
判
例
に
、
代
諾
の
性
質
に
触
れ
る
も
の
が
若

手
あ
る
。
ま
ず
、
大
審
院
判
例
に
、
代
詩
が
代
理
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

(
3〉

し
て
、
隠
居
に
は
代
初
引
が
許
さ
れ
な
い
、
と
判
決
し
た
も
の
が
あ
る
。
次

に
、
下
級
審
に
、
代
諾
が
代
理
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
双
方
代
理
禁

止
規
定
(
一

O
八
条
)
を
適
用
し
、
後
見
人
お
よ
び
親
族
会
の
同
意
を
求

ハ
4
〉

め
た
決
定
が
あ
る
。
従
っ
て
、
旧
法
下
の
判
例
は
、
代
誌
を
代
理
と
解
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
大
審
院
判
決
で
は
戸
主
の
地
伎
を
守

る
た
め
の
、
ま
た
下
級
審
決
定
で
は
親
族
会
の
問
震
を
求
め
る
た
め
の
理

ハ
5
〉

論
的
根
拠
と
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
家
制
度
維
持
も
し
く
は
親

(
6〉

族
的
統
体
の
姿
求
か
ら
、
代
理
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
大
v

回
世
院
は
、
代
諾
に
無
権
代
理
追
認
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い

(
7〉

て
は
、
要
式
性
を
理
由
に
、
拒
否
し
て
い
た
。

一
五
九



昭
和
二
七
年
に
、
最
高
裁
は
、
無
権
代
理
追
認
規
定
の
趣
旨
を
類
推
適

〈

8

)

(

9

)

用
し
た
。
し
か
し
、
多
数
学
時
か
指
摘
す
る
通
。
、
こ
の
二
七
年
判
決

は
、
中
川
博
士
の
無
効
な
身
分
行
為
の
追
認
理
論
を
適
用
し
た
の
で
あ
っ

て
、
代
思
明
定
へ
の
言
及
に
実
質
的
な
意
味
は
な
か
っ
た
。
二
七
年
判
決

戸

川

山

〉

〈

U
〉

に
続
く
判
例
も
同
様
で
あ
る
。

叫
学
説
代
理
説
、
当
事
者
説
お
よ
び
複
合
行
為
説
に
分
類
さ
れ

(
叫

M
)

ハ
ロ
)

る
。
川
代
理
説
代
諾
は
、
単
な
る
代
理
、
一
穣
の
代
理
、
特
殊
な
代

〈

H

H

V

(

路

〉

理
も
し
く
は
純
粋
な
代
理
で
あ
る
、
と
す
る
。
代
理
と
解
す
る
根
拠
は
、

ハM
山

〉

(

口

〉

七
九
七
条
の
文
理
解
釈
、
縁
組
の
契
約
性
お
よ
び
契
約
当
事
者
の
一
方
が

ハ
時
四
V

子
で
あ
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
間
当
事
者
説
代
諾
権
者
が
当

〈
山
間
〉

事
者
本
人
で
あ
り
、
代
諾
は
代
理
で
は
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、

身
分
行
為
に
代
理
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
原
別
で
あ
る
。
制
複
合
行
為

説
縁
組
の
効
果
の
本
体
が
養
毅
と
養
子
と
の
間
に
お
け
る
養
親
子
関
係

の
設
定
に
あ
る
以
上
、
代
理
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
が
、
代
諾
権
者
の

子
に
対
す
る
監
護
養
育
の
権
利
義
務
が
養
親
に
移
行
す
る
結
果
を
伴
う
た

め
に
、
代
諾
者
は
代
理
人
の
地
位
と
同
時
に
図
有
の
身
分
行
為
者
の
地
位

ハ

mv

に
品
め
る
、
と
す
る
。

三
従
来
の
見
解
に
対
す
る
疑
問
未
成
年
養
子
、
特
に
未
成
熟
子

〈刷。

を
養
子
に
す
る
代
諾
縁
組
の
目
的
は
、
子
の
保
護
・
育
成
に
あ
り
、
こ
れ

門
的

ω
〉

;

と
調
和
し
な
い
構
成
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
同
当
事
者
説
代
諸
縁

組
の
目
的
は
、
養
親
子
関
係
の
設
定
に
よ
り
、
養
鶏
が
子
を
監
護
・
養
育

す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
当
事
者
は
養
親
と
子
で
あ
る
。
当
事

一
六

O

者
説
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
複
合
行
為
説
の
指
摘
す
る

通
り
、
縁
組
の
成
立
に
よ
り
代
諾
者
は
子
に
対
す
る
権
利
義
務
を
奪
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
養
子
縁
組
の
効
果
が
代
諾
者
に
も
及
ぶ
た
め
、
効
果
帰
属

に
対
す
る
'
意
思
表
示
を
要
件
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
代
諾
者

の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
代
諾
者
も
当
事
者
と
な
る
。
仙
川

代
理
説
代
認
を
代
理
と
解
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
①
代
型
説

の
根
拠
に
は
縁
組
の
契
約
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
成
年
養
子
を
原
則
的
形

態
と
し
て
と
ら
え
る
民
法
典
の
規
定
か
ら
引
き
出
し
た
契
約
性
を
根
拠
に

す
る
こ
と
は
、
成
年
養
子
の
性
質
、
す
な
わ
ち
、
子
の
福
祉
と
は
無
関
係

の
性
質
を
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
り
、
危
険
で
あ
る
。
②
財
産
法
と
異
な
る

様
々
な
制
約
が
存
す
る
身
分
行
為
に
お
い
て
、
契
約
性
を
強
調
す
る
こ
と

は
、
当
事
者
の
意
思
の
合
致
、
す
な
わ
ち
、
意
思
主
義
の
強
調
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
成
熟
予
を
当
事
者
の
一
方
と
す
る
親
子
法
で
は
、

意
思
主
義
の
強
調
は
親
の
意
思
だ
け
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
、
危
険
で

〈幻
u

あ
る
。
③
親
の
意
思
と
子
の
福
祉
が
必
ず
し
も
調
和
し
な
い
こ
と
は
、
仮

装
縁
組
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
子
の
福
祉
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、

家
庭
裁
判
所
が
よ
り
多
く
の
チ
品
ツ
ク
を
す
る
契
機
を
与
え
る
解
釈
が
翠

ま
し
い
。
し
か
し
、
法
定
代
理
に
よ
っ
て
縁
組
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う

ハ
則
的
)

理
解
は
、
こ
の
契
機
を
与
え
に
く
い
。
許
可
審
判
不
要
論
も
、
契
約
的
理

解
が
基
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
'
Y
]

考
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
契
約

〈

お

〉

性
を
離
れ
た
解
釈
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
も
と
も

と
，
縁
組
の
契
約
性
は
、
旧
法
施
行
当
時
の
縁
組
慣
行
を
す
べ
て
是
-
認
し

〈

お

)

て
、
こ
れ
に
近
代
的
外
観
を
付
与
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
、
戦
後
の
改
正



に
よ
り
家
制
度
か
ら
の
制
約
が
払
拭
さ
れ
て
、
そ
の
外
笥
か
よ
り
明
確
に

(

幻

)

残
さ
れ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
現
代
の
未
成
年
養
子
の
目
的
は
子
の
福
祉

以
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
、
人
身
売
寅
を
も
含
め

た
縁
組
の
す
べ
て
を
認
め
る
た
め
の
法
技
術
と
は
、
調
和
し
得
な
い
、
と

ハ
一
泌
〉

考
え
る
。
ま
た
、
法
定
代
洋
一
を
認
め
る
こ
と
は
、
代
務
者
の
意
思
表
示
、
を

子
の
そ
れ
と
擬
制
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
、
子
に
対
す
る

権
利
を
奪
わ
れ
る
代
諾
者
自
身
の
意
思
表
示
を
評
価
し
得
な
い
。
従
っ

て
、
代
諾
者
自
身
の
意
思
表
示
な
く
し
て
、
子
に
対
す
る
権
利
を
奪
う
こ

と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
。
さ
ら
に
、
代
理
を
認
め
る
こ
と
は
、
代
諾
縁

組
を
身
分
行
為
の
例
外
と
み
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
身

分
行
為
理
論
か
ら
代
諾
縁
組
が
除
外
さ
れ
る
契
機
を
含
む
は
ず
で
あ
る
。

無
効
な
身
分
行
為
の
追
認
理
論
を
代
諾
縁
組
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
代

諾
の
例
外
視
す
な
わ
ち
代
理
的
構
成
に
は
、
問
題
が
あ
る
、
と
考
え
る
。
同

(
叩
山
〉

複
合
行
為
説
代
理
と
見
る
ほ
う
が
自
然
と
解
す
る
点
は
、
契
約
的
理

解
を
前
提
に
し
て
お
り
、
代
理
説
に
対
す
る
の
と
同
様
の
疑
問
が
生
じ

る
。
ま
た
、
代
理
と
同
意
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
説
は
、
代
理
は
向

〈

却

〉

意
を
実
現
す
る
た
め
の
形
式
で
あ
る
、
と
す
る
。
養
子
縁
組
の
成
立
に
対

す
る
代
諾
者
の
意
思
的
関
与
と
い
う
平
濁
で
、
同
意
と
代
理
を
向
一
に
扱

い
得
る
と
し
て
も
、
子
に
対
す
る
権
利
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意
に
、

代
理
と
し
て
の
法
的
評
価
を
与
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
、
と
考
え
る
。
代

理
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
養
子
縁
組
の
成
否
を
全
面
的
に
左
右
す
る
意
思

表
示
で
あ
る
。
同
意
に
与
え
る
法
的
評
価
と
し
て
は
過
大
で
は
な
い
か
、

と
考
え
る
。

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

以
上
の
点
か
ら
、
代
理
的
構
成
か
ら
脱
皮
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
。
立

法
論
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
解
釈
論
と
し
て
も
、
例
え
ば
複
合

行
為
説
に
お
け
る
理
解
を
さ
ら
に
進
め
て
、
代
諾
は
代
理
で
は
な
く
、
子

を
監
護
・
養
育
す
る
た
め
の
権
利
・
義
務
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
意
思
表

(
幼
V

一
京
、
ず
な
わ
ち
代
諾
者
の
同
意
で
あ
る
、
と
構
成
し
得
る
余
地
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
る
。

四
今
後
の
課
題
付
身
分
行
為
理
論
か
ら
は
代
理
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
ま
た
、
代
理
の
側
か
ら
は
身
分
行
為
で
あ
る
た
め
に
、
共
に

例
外
扱
い
さ
れ
る
代
諾
を
、
身
分
行
為
理
論
の
側
か
ら
位
鳳
陣
。
つ
け
る
こ
と

を
意
図
し
、
本
稿
で
は
、
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
主
義
の
適
用
範
囲
と

い
う
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免

除
の
基
準
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
宏
基
礎
と
し
て
、
わ
が

国
の
代
諾
縁
組
の
佐
賀
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
た
。

同
意
思
主
義
を
出
発
点
に
し
た
理
由
は
、
未
成
熟
予
を
当
事
者
の
一

方
と
す
る
親
子
法
に
、
婚
相
側
と
同
じ
よ
う
な
意
思
主
義
が
妥
当
す
る
は
ず

が
な
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
法
定
代
理
の
存
在
は
、
当
事

者
双
方
の
意
思
表
示
が
必
契
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
、
と
考
え
た
か

〈

剖

)

ら
で
あ
る
。
従
ー
っ
て
こ
こ
に
は
、
婚
姻
理
論
の
射
程
距
離
と
い
う
問
題
と

ハ
叩
剖
)

法
定
代
理
の
根
拠
と
い
う
問
題
か
あ
る
。

同
比
較
法
の
対
象
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
選
ん
だ
理
由
を
冒
頭
に
述

べ
た
が
、
児
童
の
福
祉
を
純
粋
に
指
向
す
る
モ
デ
ル
を
、
単
純
に
わ
が
国

の
縁
組
と
比
較
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
子

の
福
祉
を
追
求
す
べ
き
事
に
は
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。
わ
が
民
法
の
枠
内
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で
、
ど
こ
ま
で
子
の
福
祉
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
が
解
釈
の
課
題
で

あ
る
。
ま
た
、
比
較
法
の
範
闘
を
拡
大
す
る
こ
と
、
特
に
ロ

l
マ
法
継
受

国
と
の
比
較
を
要
す
る
、
と
考
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
の
よ
う
に
事
実
上
の

身
分
関
係
の
継
続
が
子
の
福
祉
に
適
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
身
分
占
有

を
認
め
る
の
と
向
じ
結
果
と
な
る
。
こ
の
点
の
検
討
を
要
す
る
。

側
代
諾
縁
組
の
佐
賀
に
関
す
る
従
来
の
見
解
を
検
討
し
、
主
と
し
て

子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
の
疑
問
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
解

釈
を
明
確
に
一
示
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
点
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

注
(
1
〉
旧
法
で
の
代
諾
権
者
は
法
定
代
理
人
で
は
な
く
、
「
廿
犬
家
一
一

在
ル
父
母
」
〈
旧
八
四
三
条
一
項
〉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
子

に
代
わ
っ
て
承
認
を
す
る
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。

ハ
2
〉
判
例
の
収
集
に
あ
た
り
、
判
例
大
系
(
耳
期
版
)
、
山
岳
正

男
「
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
」
ハ
総
合
判
例
研
究
叢

室
宮
・
民
法
制
〉
有
斐
儲
(
昭
和
一
二
五
年
〉
お
よ
び
太
田
武
田
力
編

「
家
族
法
判
例
・
文
献
集
成
」
有
斐
閣
(
昭
和
五

O
年
〉
を
参

照
し
た
。

〈
3
〉
昭
和
一
一
年
一

O
月一ニ

O
B五
民
判
民
集
一
五
巻
一
九
一
一
六

頁。

ハ
4
)
大
正
二
年
五
月
二
八
日
東
京
地
民
一
決
評
論
二
巻
民
法
二
二

一一氏。

ハ
5
〉
大
審
院
判
決
に
対
し
、
当
時
の
学
説
は
、
結
論
の
妥
当
性
を

認
め
な
が
ら
も
、
「
墜
を
説
く
に
過
ぎ
た
」
(
木
村
健
助
「
父

一
六

母
の
代
誌
に
よ
る
一
戸
主
の
養
子
縁
組
」
民
商
五
巻
五
号
(
昭
和

一
二
年
〉
一
一
一
一

O
頁
〉
、
あ
る
い
は
、
「
米
檎
的
理
論
の
操
作
に

帰
す
る
」
(
我
妻
栄
「
戸
主
の
養
子
」
法
協
五
五
巻
四
号
(
昭

和
二
一
年
)
一
六
五
頁
〉
、
と
評
し
た
。

ハ
6
)
下
級
審
決
定
は
、
利
益
相
反
規
定
〈
問
八
八
八
条
日
毅
族
会

に
よ
る
特
別
代
理
人
の
選
任
〉
に
よ
ら
ず
、
蕊
援
に
親
族
会
の

同
意
を
求
め
る
規
定
に
よ
っ
た
。
な
お
、
「
統
体
」
に
つ
い
て

は
、
中
川
善
之
助
「
身
分
法
の
基
礎
理
論
」
河
出
番
一
房
一
(
昭
和

一
四
年
〉
二

O
頁
以
下
お
よ
び
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

〈
7
〉
昭
和
四
年
七
月
四
日
一
民
判
民
集
八
巻
六
八
六
頁
。

〈
8
〉
昭
和
二
七
年
一

O
月
三
日
二
小
判
民
集
六
巻
九
口
万
七
五
三

頁。

ハ
9
〉
谷
口
知
平
「
他
人
の
子
を
実
子
と
し
て
届
け
出
た
者
の
代
諾

に
よ
る
養
子
縁
組
の
追
認
の
許
否
」
民
路
三
六
巻
六
号
〈
昭
和

三
三
年
)
一
主
九
頁
、
山
畠
・
前
掲
総
合
判
例
研
究
五
八

i
五

九
頁
、
川
井
健
「
代
諾
縁
組
」
(
家
族
法
大
系
W
親
子
)
有
斐

閣
(
昭
和
三
五
年
〉
一
八
五
真
、
有
地
享
「
尊
属
殺
人
罪
の
成

立
が
一
合
定
さ
れ
た
事
例
」
判
時
一
一
一
六
八
号
〈
昭
和
三
九
年
)
四

八
頁
、
奈
良
次
郎
「
養
子
縁
組
の
追
認
と
民
法
第
一
二
ハ
条
但

唯
一
日
の
類
推
適
用
の
有
無
」
法
曹
時
報
一
六
巻
一
一
号
ハ
昭
和
三
一

九
年
〉
一
二
ハ
!
一
一
七
頁
、
青
山
道
夫
「
代
諾
縁
組
」
法
セ

一
九
五
九
年
九
月
号
二
九
i
一一一

O
頁
、
福
地
陽
子
「
他
人
の
子

を
嫡
出
子
と
し
て
届
け
出
た
者
の
代
諾
に
よ
る
養
子
縁
組
」

(
続
判
例
百
選
第
二
版
〉
〈
昭
和
四

O
年
〉
八
五
頁
、
加
藤
永

一
「
養
子
縁
組
の
追
認
と
民
法
第
一
一
六
条
但
書
の
類
推
適
用



の
有
無
」
法
学
一
ニ

O
巻
(
昭
和
四
一
年
)
一
ニ

O
九
耳
、
品
川
孝

次
・
七
九
七
条
注
釈
ハ
我
妥
編
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
閉
山
)
日

本
評
論
社
(
昭
和
田
五
年
)
二
九

O
頁
、
中
川
良
延
・
七
九
七

条
注
釈
(
中
川
編
注
釈
民
法
斡
の

E
〉
・
有
斐
閣
ハ
昭
和
四
七
年
〉

五
七
一
一
良
お
よ
び
滝
沢
業
代
「
無
効
な
養
子
縁
組
の
、
議
認
に

は
、
民
法
一
二
ハ
条
但
蓄
の
規
定
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
」
法
協

九
一
巻
七
号
(
昭
和
四
九
年
〉
一
二
三
一
良
。
逆
に
、
代
諾
が
代

理
で
あ
る
こ
と
を
最
高
裁
が
認
め
た
、
と
解
す
る
学
説
に
、
板

木
郁
郎
「
然
資
格
者
の
代
諾
に
よ
る
養
子
縁
組
の
追
認
」
立
命

館
法
学
六
号
ハ
昭
和
二
九
年
)
九
五
|
九
六
一
具
、
中
川
善
之
助
・

前
掲
新
訂
親
族
法
四
二
七
一
氏
、
我
奏
・
前
畑
肉
親
族
法
二
七
一
士
兵

お
よ
び
島
津
・
前
掲
窪
百
二
四
五
一
兵
が
あ
る
。

ハ
日
〉
昭
和
三
六
年
九
月
二
八
日
福
岡
高
刑
二
判
高
裁
刑
集
一
四
巻

六
日
方
自
四
四
頁
お
よ
び
そ
の
上
告
審
判
決
の
最
高
昭
和
三
八
年

一
一
一
月
二
四
日
一
一
一
小
判
刑
集
一
七
巻
一
二
号
二
五
三
八
頁
、
な

ら
び
に
、
二
七
年
判
決
の
差
戻
審
の
昭
和
三
八
年
一

O
月
一
八

日
一
福
岡
高
良
一
判
お
よ
び
そ
の
上
告
審
の
最
高
昭
和
三
九
年
九

月
八
百
三
小
判
民
集
一
八
巻
七
号
一
四
二
三
頁
。

(
日
〉
前
注
の
三
九
年
判
決
に
対
す
る
評
釈
で
あ
る
奈
良
・
前
掲
解

説
一
一
六
京
、
山
岳
正
男
「
養
子
縁
組
の
追
認
と
民
法
一
二
ハ

条
但
替
の
類
推
適
用
の
有
無
」
判
時
三
九
八
号
(
昭
和
田
一
年
〉

八
五
頁
お
よ
び
加
藤
永
一
・
前
掲
評
釈
一
ニ

O
九
一
良
参
照
。
但

し
、
コ
一
八
年
判
決
は
代
理
的
構
成
に
拘
泥
し
、
学
説
の
批
判
を

浴
び
た
。
有
地
・
前
掲
評
釈
四
八
一
兵
、
人
見
康
子
H
中
谷
瑳
子

「
表
見
代
誇
養
子
縁
組
に
お
け
る
養
子
の
追
認
が
な
い
と
し
て

わ
が
国
代
諾
養
子
縁
組
に
つ
い
て

尊
属
殺
人
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
例
」
法
学
研
究
一
ニ
七
巻
一

一
号
(
昭
和
三
九
年
〉
九
四
一
久
お
よ
び
一

O
一
l
二
一
具
、
な
ら

び
に
、
山
直
面
・
前
掲
評
釈
間
交
参
照
。

ハ
ロ
〉
中
川
護
之
助
・
前
掲
新
訂
親
族
法
四
二
六
頁
、
我
妻
栄
「
判

例
漫
策
」
有
斐
閣
(
昭
和
一
ニ

O
年
〉
一
一
一
一
良
、
青
山
・
前
掲
論
文

二
九
頁
お
よ
び
松
坂
佐
一
「
民
法
提
要
・
親
族
相
続
法
第
三

版
」
有
斐
筒
(
昭
和
五
六
年
〉
一
二
三
頁
。

〈
日
)
品
川
・
前
掲
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
二
八
一
一
氏
お
よ
び
中
川

良
延
・
前
掲
注
釈
民
法
五
六
回
一
兵
。

戸
川
比
)
唄
孝
一

H
鈴
木
禄
弥
「
人
事
法
I
」
有
斐
閣
(
昭
和
五
五
年
〉

一一一一

O
頁。

(
日
〉
民
法
総
則
の
適
用
を
認
め
る
点
で
、
他
の
代
理
説
と
区
別
さ

れ
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
板
木
・
前
掲
評
釈
九
六
一
氏
お
よ
び
滝

沢
・
前
掲
評
釈
二
二
三
白
州
が
あ
る
。

(
日
山
)
中
川
善
之
助
・
前
掲
新
訂
綴
族
法
同
頁
、
中
川
良
延
・
前
掲

注
釈
民
法
問
一
員
お
よ
び
松
坂
・
前
掲
議
同
頁
。

ハ
幻
)
我
妾
・
前
掲
親
族
法
二
六
一
ニ
一
氏
、
青
山
・
前
掲
論
文
二
九
頁

お
よ
び
滝
沢
・
前
掲
評
釈
一
二
四
頁
。

(
刊
日
〉
板
木
・
前
掲
評
釈
九
七
頁
、
中
川
良
延
・
前
掲
注
釈
民
法
五

六
三
頁
お
よ
び
滝
沢
・
前
掲
評
釈
同
一
氏
。

(
四
)
平
賀
健
太
「
無
効
な
養
子
縁
組
の
追
認
」
一
戸
籍
七
八
号
(
昭

和コ一

O
年
)
四
頁
。
な
お
、
青
山
・
前
掲
論
文
一
二

O
頁
お
よ
び

加
藤
・
前
掲
評
釈
コ
一

O
九
頁
で
も
、
代
諾
者
が
当
事
者
と
な
る

旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
当
事
者
は
、
契
約
の
当

事
者
で
は
な
く
、
代
理
行
為
の
当
事
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

一六



い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

(mC
川
井
・
前
掲
論
文
一
八

O
頁
。
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
に
、

山
高
・
前
掲
総
合
判
例
研
究
四
三
頁
お
よ
び
中
川
高
男
「
養
子

ω」
ハ
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
⑧
I
〉
一
粒
社
(
昭
和
五
六

年
〉
九
一
頁
が
あ
る
。

(
幻
)
山
畠
・
前
掲
民
商
五
二
巻
四
号
七
二
頁
。

〈mω
〉
深
谷
・
前
掲
金
沢
法
学
一
九
巻
一
・
二
号
六
二
一
良
は
、
子
の

た
め
の
理
念
以
外
の
目
的
を
入
れ
う
る
よ
う
な
解
釈
は
許
さ
れ

な
い
、
と
す
る
。

(
お
)
人
見
〈
H
中
谷
〉
・
前
掲
評
釈
九
五
頁
は
、
養
子
縁
組
で
は

個
人
閲
の
意
思
の
支
配
が
「
子
の
た
め
」
か
ら
制
約
を
受
け
る

こ
と
を
、
指
掃
す
る
。

(
叫
)
中
川
良
延
「
未
成
年
養
子
の
許
可
に
つ
い
て
」
法
学
二
三
巻

一
号
(
昭
和
三
四
年
〉
二
八

i
一
一
一
一
頁
お
よ
び
潮
見
俊
隆
「
未
成

年
養
子
の
許
可
」
〈
家
族
法
大
系
即
日
)
有
斐
閣
ハ
昭
和
三
五
年
〉

一
一
一
一
|
一
二
二
頁
の
両
者
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
部
倒
・
煩
雑
と
い
う
事
が
不
要
論
の
理
由
で
あ
る
。
し

か
し
、
子
の
福
祉
を
審
査
す
る
の
が
面
倒
な
の
は
当
然
で
あ

る
。
こ
れ
を
理
由
に
不
要
論
を
唱
え
る
基
礎
に
は
、
当
事
者
の

意
思
表
示
に
よ
り
成
立
し
た
契
約
に
口
を
は
さ
む
必
要
は
な
い

と
い
う
理
解
が
、
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。

〈
恨
む
立
法
論
と
し
て
は
、
契
約
伎
の
放
棄
を
唱
え
る
見
解
が
多

ぃ
。
例
え
ば
、
中
川
善
之
助
・
前
掲
新
訂
親
族
法
四
二

O
頁、

我
棄
・
前
掲
書
二
六
一

l
二
六
コ
芸
具
、
等
。
ま
た
、
代
理
説
の

大
部
分
は
、
契
約
性
を
根
拠
に
代
諾
は
代
理
だ
と
構
成
し
て

一
六
四

お
き
な
が
ら
、
そ
の
構
成
に
意
味
を
持
た
せ
な
い
解
釈
を
行

〉フ。

(
お
〉
山
畠
正
男
「
明
治
民
法
起
草
者
の
養
子
制
度
観
」
(
勝
本
還

暦
・
「
現
代
私
法
の
諸
問
題
」
〉
有
斐
閣
ハ
昭
和
三
四
年
〉
七
六

五
頁
。

(
幻
〉
山
由
繭
・
前
掲
論
文
七
四
七
頁
。

(
お
〉
旧
法
下
の
人
身
売
買
的
養
子
縁
組
に
対
す
る
穂
積
重
逮
博
士

の
批
判
(
判
例
民
事
法
大
正
一
一
年
度
六
六
事
件
二
七
九

i
二

八
O
頁
〉
は
、
代
理
的
構
成
の
危
険
性
を
指
摘
し
、
し
か
も
、

家
裁
の
許
可
と
い
う
よ
う
な
外
部
砂
厳
督
で
は
問
題
の
解
決
に

な
ら
な
い
こ
と
を
、
訴
え
て
い
る
。

(
却
〉
川
井
・
前
掲
論
文
一
八

O
頁。

〈
叩
)
青
山
・
前
掲
論
文
一
一
六
)
頁
は
、
判
例
の
考
え
方
を
進
め
て
ゆ

け
ば
、
代
諾
者
は
単
な
る
同
意
権
者
と
し
て
の
機
能
を
担
う
、

と
見
る
。

(
m
U
〉
深
谷
・
前
掲
金
沢
法
学
一
九
巻
一
・
二
号
三
四
頁
は
、
中
川

博
士
の
身
分
行
為
理
論
が
婚
姻
・
離
婚
を
思
考
モ
デ
ル
に
し
て

い
る
こ
と
を
、
指
摘
す
る
。

〈
担
〉
山
島
・
前
掲
論
文
七
六
九
頁
は
、
代
諾
縁
組
と
契
約
性
、
す

な
わ
ち
、
法
定
代
理
と
意
思
主
義
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
、
端
的

に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
的
自
治
か
ら
法
的
代
理
を
説
明

す
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。
第
一
節
注
ハ
7
〉

参
照
。

門
追
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
木
下
明
教
授
の
ご
指
導
を
受
け

た。


